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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２７年３月１２日（木）午前９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後２時３２分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 安 藤 　 薫  副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 　教育長　箸尾谷知也
教育総務部長　山本和憲　　　総務課長　溝口哲也　　　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部長　登阪　弘　　同部次長兼教育センター所長　若狭孝太郎　　

　　同部参事兼こども教育課長　小林寿弘　　　　　　　　　

学校教育課長　荒木智雄　　　同課参事　野本憲宏　　　教育支援課長　撰田裕美

生涯学習部長　宮部善隆 　生涯学習課長　柳瀬哲宏　同課長代理　伊部貴雄

文化スポーツ課長　辻　稔秀　

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　川本勝也 　同局書記　長澤佳子

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２７年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分

議案第１８号　指定管理者指定の件（摂津市立第１児童センター）

議案第１９号　指定管理者指定の件（摂津市立児童発達支援センター）

議案第３４号　摂津市立体育館条例の一部を改正する条例制定の件

議案第２４号　摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に

関する条例制定の件

議案第３３号　摂津市私立幼稚園の園児の保護者に対する補助金交付条例の一部を改

正する条例制定の件

議案第３８号　摂津市保育所における保育に関する条例を廃止する条例制定の件

議案第２８号　摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議案第３５号　摂津市保育所条例の一部を改正する条例制定の件

所管事項に関する事務調査について
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（午前９時５８分　開会）

○安藤薫委員長　おはようございます。

　ただいまから、文教常任委員会を開会

します。

　本日の委員会記録署名委員は、東委員

を指名いたします。

　先日に引き続いて、議案第１号所管分

及び議案第９号所管分の審査を行います。

　質疑に入る前に、先日の嶋野委員の質

問に対する答弁で、少し補足答弁を求め

られておりますので、答弁を認めます。

　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　嶋野委員のお

問いの中に、小学校１、２年生の国語科

において伝統的な言語文化と国語の特質

に関する事項の中で、現行の学習指導に

変わったときに伝統的な言語文化に関す

る事項が加わった一つの例として、神話

ということでご質問がありましたが、そ

の答弁で神話の取り扱い等の個別の教員

の研修会は行っていないと、今後研究し

たいということでした。ただ、説明会は

行ってきております。といいますのは、

毎年大阪府全体で、それからその後三島

地区で小学校の教育課程の教員対象の説

明会を行っておりまして、そのときの教

科領域の指導上のポイントでありますと

か、そういった内容を文科省から各都道

府県教委、各都道府県教委から各市町村

教委に伝達講習等ございまして、その内

容を全ての小中学校対象に行っておりま

す。ですから、現行の指導要領を改訂い

たしましたときに、その改訂の趣旨であ

りますとか、それから各教科領域の改訂

のポイント、これについては全て説明、

指導を行ってきておりますので、その点

だけ補足させていただきます。よろしく

お願いいたします。

○安藤薫委員長　嶋野委員、よろしいで

すか。

○嶋野浩一朗委員　はい。

○安藤薫委員長　それでは、質疑を続け

ます。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　おはようございます。

　先日、委員会の質問がございましたの

で、割愛できるところは割愛させていた

だいて、さらに質問するところはさらに

質問をということで、まとめていきたい

と思います。

　まず１点目でございますが、予算概要

に従いまして、進めさせていただきます。

　まず５０ページ、家庭児童相談室運営

事業についてでございます。こちらに関

しましては、平成１６年に児童虐待防止

法と児童福祉法の改正が行われました。

通告先が児童相談所のみであったのが、

市町村も通告先に加わり、市町村と児童

相談所が２層で対応する仕組みに変わり

ました。この改正によりまして、虐待を

受けた児童に対する市町村の体制強化を

図るために、関係機関連携をとり対応を

行う。そして要保護児童対策地域協議会、

これは子どもを守る地域ネットワークと

言われておりますけども、これが法定化

され、児童福祉法の改正法が成立し、強

化が行われていると思います。平成２５

年度の事務評価報告書で、ネットワーク

としての機能を高めるために、体制を強

化する。平成２５年度には計２８回行わ

れておりますけれども、これについての

体制強化、平成２６年度の報告をお願い

したいと思います。

　それから、ことしの相談件数と、今後

社会福祉士が入っているということでご

ざいますが、この４月からの体制につい

てお聞かせいただきたいと思います。

　続いて、子育て支援短期利用事業につ

いてでございます。同じく５０ページで

ございます。この子育て支援短期利用事
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業でございますが、これが年々ふえてい

るというような報告が全国的にされてい

るんですけれども、今の摂津市の現状と、

今現在この施設での養育保護、こちらは

どうなっているのかお聞かせいただきた

いと思います。

　それから、続きまして５２ページ、民

間保育所入所承諾事業でございます。こ

ちらに関しましては、勤続５年以内の職

員に提供する借り上げ宿舎、これが国が

２分の１、市が４分の１、法人が４分の

１と言われておりますけども、これに関

しまして、補助金の交付要綱、それから

補助金の交付までの事務手続、このあた

りはどのようになっているのかっていう

ことをお聞かせいただきたいと思います。

　また、これは保育士の確保という点で

ございますので、この保育士の確保が今

現状で各市内の保育園、どのような現状

になっているのかもあわせてお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、続いて同じく５２ページの、

民間保育所施設整備補助事業でございま

す。これは保育対策総合支援事業の補助

金ということで、小規模の施設整備に１，

６５０万、現在府の歳入のほうから４，

７２５万ということでございますけれど

も、この小規模保育所に対しての補助金

を出すための待機児童の解消について、

どのようにお考えになっているのか。そ

してまた、この小規模保育所に対しての

募集要項ができているのかということを

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、続いて１０４ページの、教

育相談事業についてでございます。先日

も代表質問で、教育相談事業とケースワー

カーについてのご質問をさせていただい

たと思いますけれども、基本的にこの教

育相談事業は、現在、不登校等の教育相

談や心理治療に関する経費というふうに

書かれておりますが、現在、この摂津市

内の不登校の現状をお聞かせいただきた

いと思います。把握がどのぐらいできて

いるのか、それからこの相談件数がどれ

ぐらいあるのかということをお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから６番目、１０６ページの学校

部活動等助成事業についてでございます。

先日、部活動について代表質問の中で教

育長から答弁をいただきました。その中

で、本来学校教育活動の一環として、学

級や学年を離れて子どもたちが自発的、

自主的、それから活動を組織、展開する

ことを教員が指導するもの、部活動とい

うものは。この、先日の答弁の中では、

部活動に関して一部肉体的、精神的な荷

重にもなっているんじゃないかというよ

うなお話もございました。この部活動に

関しての質問なんですけども、これは教

育再生実行会議の第一次提言におきまし

て、中学校における部活動のガイドライ

ンというものを、各市町村でつくってい

かなければならないというようなお話が

なされていると思います。その中で、摂

津市では中学校における部活動のガイド

ラインは作成されているのか、また今後

作成しようと思っているのかというとこ

ろをお聞かせいただきたいと思います。

　それから、同じくそのページの、学校・

家庭連携支援事業でございます。これに

関しましては、学校生活を充実させるた

めに不安を抱く家庭を支援する。これも

相談事業ということでございますけども、

実際この相談事業というのはどのような

体制で行われているのか、またどれぐら

いの相談件数があるのか、そしてどのよ

うな仕組みでつながっていくのか、連携

がとれるのかというところもお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、同じページのスクールソー
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シャルワーカー等活用事業でございます。

これも先日、私の代表質問の中でスクー

ルソーシャルワーカーの活用について述

べさせていただきましたけれども、今回

スーパーバイザーを配置しということで

ございますが、スクールソーシャルワー

カーとの連絡、例えばスクールソーシャ

ルワーカーとカウンセラーが上げてきた

事例をどのようにして検討し、そしてま

たそれを共有するような、また検討する

ような組織がどういった形で行われるの

か、これを配置した後の連携の部分をお

聞かせいただきたいと思います。

　それから、同じく小学校用副読本作成

事業でございます。小学校の社会科の副

読本の作成がなされるということで、改

訂ということをお聞きしております。こ

の中に、表紙また裏表紙に同じ副読本を

作成するのであれば、ここに人間基礎教

育の部分を載せる、記載することはでき

ないのかということをお考えなのかどう

か、わからないですけどもお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、続いて１０８ページ、いじ

め問題防止対策推進事業についてでござ

います。市全体のいじめ問題への助言と

緊急対応ということでございますが、い

じめ問題対策委員会委員の方々がいらっ

しゃるということでございますけども、

このいじめ問題についてどのぐらいの案

件が上がってきているのか、それからこ

れに対応するためにどのような連携をと

られているのか、この委員会の中で話し

合った、上げられた事例、話し合ったこ

と、こういったことがどのように学校側、

もしくは保護者、子どもたちに反映され

ていくのかというところをお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、同ページで学校教育相談員

配置事業というのが上げられております

けれども、これは初任者等の教職員の育

成に学校教育相談員を配置という形になっ

ておりますけれども、先生方のいわゆる

相談窓口だというふうにとっております

が、先生たちの相談はどれぐらいあるの

か。そしてまた、この４月から今年度平

成２６年度、先生方が採用になって、離

職率ですね。これをお聞かせいただけた

らなというふうに思います。

　また、その離職された原因について、

いろいろあると思いますけれども、どう

いったことが主に離職率の原因になって

いるのかというところもあわせてお聞か

せいただきたいと思います。

　それから続いて、同ページの教職員人

権問題研修事業でございます。人権教育

研修に要する経費というふうに書かれて

おりますけれども、この人権問題の研修

事業というのは、先生方が行かれている

というふうにとっているんですが、例え

ば研修に行かれてどのようなことを学校

に持って帰ってこられているのか。先日

この人権問題について、今年度、学校の

中で上靴が燃やされたという件がござい

ました。そのときに、私、報告の中で申

し上げましたのが、学校に例えばライター

や火を持ってこない限りは、そういった

学校での火事というか、そういう事件が

起こらないのではないかというお話をさ

せていただいたときに、持ち物検査がで

きないと、学校で。これに関しては人権

侵害だというような観点から、持ち物検

査ができないんだというようなお話がご

ざいましたけれども、この人権教育の中

ではそういった、例えば研修の中でそう

いったことが言われているのか、もしく

はそういった観点ではなくて、どのよう

な人権問題に対する研修が行われている

のかということをあわせてお聞かせいた

だきたいと思います。
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　それから、中学校給食事業でございま

すが、予約システムに関しましては、後

ほど、文教常任委員会で報告があるとい

うことでございます。間もなくこの中学

校給食事業が始まります。先日も担当課

にお伝えしたんですけども、保護者から

の内容として、料金が書かれていないと

いう不十分な点があった。必ず利用され

る保護者や子どもたちの観点から、この

中学校給食事業に取り組んでいただきた

いなというふうに思います。学校現場も

この給食が始まることで、いろんな意味

で、非常に混乱する。それから子どもた

ちも、これになじむまでになかなか時間

がかかるというようなことでございます

ので、丁寧にやっていただきたいという

ふうに思っております。この中学校給食

事業について、私は昨日、中学校に行っ

てたんですけども、中学校の子どもに給

食について楽しみかというふうに聞いた

んです。配膳室の準備もできて、子ども

たちはよくわかっておりまして、楽しみ

かどうかということを聞いたら、あまり、

別に給食は楽しみじゃないんだけれども、

でもお母さんが楽になるんだったらそれ

はいいかなというような意見が、実は子

どもの中から出てきておりました。ああ、

そういう観点もあるんだなというふうに

私は感じさせていただきました。ただ、

何度も言いますが、喫食率だけではない

というふうに前回もご答弁いただきまし

たけれども、しかしながら喫食率を上げ

ないと、やはりこの業者が撤退してしま

うというような現状でもありますので、

やっぱり努力と工夫をしていただきたい

なというふうに思います。今、私たちに

報告いただいてる以外で、こういうこと

を考えているんだっていうことがありま

したら、お聞かせいただきたいというふ

うに思います。新しい対応として、教育

委員会としてはこれに関してこう取り組

んでいきたいんだというようなことがあ

りましたら、お答えいただければなと思

います。

　それから、続いて１２２ページ、地域

学校連携活動支援事業でございます。こ

れについて、地域と学校の連携を推進す

るための取組みということで、改めてお

聞かせいただいていいですか。済みませ

ん。

　それから、続いてこども会育成事業、

１２４ページでございます。先日、代表

質問の中で自治会の加入率について、私、

代表質問をさせていただきました。これ

は自治会と連携していることですけれど

も、こども会について、やはり年々こど

も会の加入率が減少しているという現状

がございます。こども会についての市と

してのお考え、担当課としてこども会育

成事業について、今後スポーツ大会など

も、もう私どもの地域ではスポーツ大会

に参加していないという現状もございま

すので、これを今後どのように考えてお

られているのか、お聞かせいただきたい

と思います。

　それから、最後でございますが、文化

財保護事業についてでございます。鳥飼

小学校の横にあります教育研究所の跡地、

これが保健福祉課に移管されたというこ

とで、今現在いろんな活動をされている

んですけども、一部は文化財の保護のた

め。私、一般質問で多分、この教育研究

所の跡地を開放してほしいということを、

恐らく３度にわたってお話しさせていた

だいたと思います。やっと、鳥飼小学校

の跡地の教育研究所が開放され、一部は

文化財の保護というふうになっておりま

して、今も現在いろんなものがそこに集

約されていると思います。その当時おっ

しゃったのは、半分は市民のために公開
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する。そして、たくさんの方にこの保護、

文化財を見ていただくというようなお話

がございました。今現在、それはどのよ

うな活動になっているのかっていうこと

をお聞かせいただきたいと思います。

　以上１５点、お願いします。

○安藤薫委員長　それでは、答弁を順次

求めていきたいと思います。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課に係るご質問にご答弁申し上げ

ます。

　まず１点目、家庭児童相談室における

関係機関との連携の取り組みについての

ご質問でございます。要保護児童対策地

域協議会という組織を設けまして、本市

における児童虐待の防止の取り組みを進

めてまいっております。代表者会議、そ

れから実務担当者会議、事務局会議を設

け、それぞれの階層におきまして取り組

みを進めております。

　体制強化ということでございますが、

これまでは事務局会議を隔月実施してお

りましたけれども、毎月実施ということ

で改めて連携に取り組んでおるところで

ございます。

　また、実際に事案が発生した場合には、

学校、幼稚園、保育所等のそれぞれの所

属で気になる子どもさんの見守りをして

いただく必要がございますため、今年度

につきましては学校や保育所、幼稚園の

若い職員さんを対象にいたしました見守

りを中心とした、虐待についての研修を

実施し、意識を高めてきたところでござ

います。

　それから、相談の件数ということでご

ざいますけれども、家庭児童相談室に寄

せられます通告件数でございますが、昨

年度平成２５年度は世帯数で言いますと

６８世帯ということになっておりました

けれども、今年度１月末時点では１０５

世帯ということで、大きく伸びていると

ころでございます。

　なお、国の方針で、１世帯につきまし

て１件、報告が寄せられた場合につきま

しては、きょうだいも含めて対象児童以

外も報告するようにとなりましたけれど

も、今申し上げた数字は世帯として見た

場合の数字でございます。

　それから、４月からの実施体制という

ことで、社会福祉士の増員に絡んでのご

質問でございます。家庭児童相談室の機

能といたしましては、大きく分けますと

保護者からのご相談に応じる、いわゆる

家庭児童相談の部分、それと虐待対応で

あったり、ご質問ありました要保護児童

対策地域協議会の事務局機能であったり

といった部分がございます。社会福祉士

につきましては、このうち虐待対応であ

りますとか、連携の事務局機能、このあ

たりを中心に担ってもらうという形で考

えておるところでございます。全体とい

たしましては、家庭児童相談室につきま

しては室長１名、それから正規職員の心

理士が２名と、非常勤職員の心理士が２

名おり、そして新たに雇用いたします非

常勤職員の社会福祉士が１名という形で

運営をしてまいります。

　次に、２点目、子育て支援短期利用事

業につきましてのご質問でございます。

いわゆるショートステイの事業となって

おります。保護者の方が育児疲れや出産、

病気、また冠婚葬祭、出張など、一時的

にお子様を養育できないような場合に、

児童養護施設に依頼してお預かりをする、

一時保護のサービスとなっております。

現在、５施設と契約を行っております。

年度当初は３施設ということになってお

りましたけれども、乳児さんをお預かり

していただける施設がないといったこと
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もございまして、年度途中で新たに機能

を強化するために契約を行ってまいって

おります。件数につきましては、平成２

４年度が２名で１０日間、平成２５年度

は利用実績なし、平成２６年度は７名で、

今までのところ延べ８６日間のご利用を

いただいているところでございます。

　引き続きまして、１４番になりますで

しょうか、地域学校連携活動支援事業に

ついてご答弁申し上げます。この事業に

つきましては、中学校区単位で活動をし

ていただいている地域教育協議会、いわ

ゆるすこやかネットを支援する事業となっ

ております。子どもを中心といたしまし

て、地域の子ども同士、大人と子ども、

また大人同士が交流し合って、顔と名前

が一致する人間関係を育むということを

目標にして、実施をしているものでござ

います。実行委員会を年２回、それから

各地域でのさまざまな取り組みを実施し

ていただいており、今年度におきまして

も、清掃活動や野外活動、見守り活動、

また広報誌の発行など、それぞれ中学校

区ごとで地域の特性を生かした取り組み

をしていただいてるところでございます。

　以上、子育て支援課のご答弁とさせて

いただきます。

○安藤薫委員長　小林部参事。

○小林次世代育成部参事　それでは、こ

ども教育課にかかわります２点につきま

して、ご答弁させていただきます。

　まず１点目、保育士宿舎借上支援補助

金でございますけれども、現在保育士の

不足といったことから、民間保育所さん

におきましても保育士の人材確保が困難

な状態がございます。この制度について

は、民間保育園さんが勤続５年以内の職

員さんに、法人さんが借り上げ契約をさ

れました、例えば賃貸マンションであっ

たりアパートに保育士を入居させる場合、

その経費に対しまして一部を補助させて

いただくものでございます。このことに

よりまして、民間保育園さんの保育士の

安定的な確保の体制整備が図ることがで

きるほか、児童の受け入れ人数の増加で

あったり、保育の質の向上が図れるもの

ではないかと考えております。具体的な

補助金の募集の要項、中身につきまして

は、それぞれ民間保育園さんが定員設定

をされておりますので、その定員に応じ

て補助する戸数を考えさせていただいて

おります。現在考えておりますのが、定

員８９名以下であれば２部屋、９０名以

上１５９名以下では３部屋、１６０名以

上であれば４部屋、こういった形で上限

を決めさせていただいて、運用したいと

思っております。補助の金額につきまし

ても、補助上限額４万円の４分の３とい

うことで、１か月３万円を補助する形で

運用してまいりたいと考えております。

事務的な手続につきましては、予算が可

決されました後、民間保育園さんを対象

に説明会を開催してまいりたいと思いま

す。その中では、補助金交付に向けて必

要な書類をそろえていただくといったこ

と、また補助の対象となる戸数、対象の

職員さん、こういったものもご説明させ

ていただく中で、提出していただく書類

も合わせてご説明させていただきたいと

考えております。また、民間保育園さん

の保育士の確保なんですけれども、それ

ぞれ手法は違うかもわかりませんけれど

も、例えばハローワークのほうに求人募

集をされるとか、新聞折り込みに広告を

載せられる、また現在お仕事をされてい

る保育士さんのつながりでご紹介をいた

だくとか、さまざまな手法を使って人材

確保に努められているとお聞きしており

ます。

　次に、２点目の、民間保育所施設整備
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補助事業の小規模保育の考え方、待機児

童を含めた役割でございますが、現在、

市のほうで子ども・子育て支援事業計画

を策定しております。この中で、平成２

９年度までに待機児童の解消を目指すこ

ととなっております。本市の計画におき

ましても、民間保育園さんの定員拡大、

また分園の開設、こういったものに加え

て、とりわけ待機児童の多い０歳から２

歳児のお子さんを対象とした小規模保育

事業を整備し、待機児童を解消していく

といったことを考えております。平成２

７年度はそのようなことから、小規模保

育所１か所整備していただく補助をする

ものでございます。ただし９月の議会で

可決いただきました本市の家庭的保育事

業等設備及び運営に関する基準、これに

合致したといいますか、適合した施設で

運営をしていただくといったことが条件

となります。こういったことを踏まえて、

事業者を選定する募集要項を現在策定し

ているところでございます。

　以上です。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　学校教育課にかか

わることにつきまして、私からは５点ご

答弁申し上げます。

　まず、学校・家庭連携支援事業なんで

すけれども、これは家庭教育相談員を５

名配置しております。配置校は中学校区

でバランスを一応とっておりますけれど

も、摂津小学校、鳥飼西小学校、三宅柳

田小学校、味生小学校、鳥飼東小学校に

それぞれ週３日、家庭教育相談員を配置

しております。家庭教育相談員は、まず

不登校支援でございますとか、いろんな

意味で支援が必要であるという児童であ

りますとか、その保護者でありますとか

といろいろ指導を行ったり相談をしたり

いたしております。

　それから、担任や生活指導担当等とい

ろいろ学校と連携をしながら行いますけ

れども、必ず小学校は週１回に生活指導

に関します委員会を持っておりますので、

家庭教育相談員も必ずそこに入っていろ

いろ不登校や生徒指導の学校としての組

織対応、チーム対応の一員として位置づ

けて活躍しております。

　相談件数につきましては、もうさまざ

まな保護者、子どもと接触しますので、

特に件数としては上げておりません。そ

れが１点でございます。

　次、スクールソーシャルワーカーのスー

パーバイザーにつきましては、まず来年

度は市の人間２名と、それから府からの

派遣１名の３名体制で行います。今年度

は府からの、府によりますスーパーバイ

ザーを市としてもお願いして、いろいろ

スクールソーシャルワーカーにアドバイ

スをしていただきましたが、来年度はこ

の府の方をまずリーダー的な位置にする

ということが一点と、別途さらに見識の

あるスーパーバイザーを月に１回程度で

すけれども、呼んでいろいろ市のスクー

ルソーシャルワーカーや府の人間に対し

てアドバイスをしていただくというふう

に考えております。来年度は、スクール

ソーシャルワーカーを集めた連絡会を今

年度よりさらに密にとって、全中学校区

いろんなケースをそれぞれ検討しながら

話し合いながら、取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。

　それから、副読本につきましては、小

学校３年生で配布する「わたしたちの摂

津」という私たちのまちのことをよく知

ろうという本でございます。摂津のこと

をよく知ろうということでございますの

で、その市のイメージのものであります

とか、それから市としてのメッセージを

与えるような、そういう人間基礎教育的

－8－



なことも、今後検討してまいりたいとい

うふうに思います。

　それから、いじめにつきましては、今

年度いじめ問題対策委員会は２回開催い

たしました。いろいろ専門の方に集まっ

ていただきまして、もし重篤な案件が起

こったときには、いろんな調査活動も行っ

ていただかなければならないんですけど

も、本年度はそのような重篤な案件はご

ざいませんでした。定例、定期的な会議

を月２回行いました。今年度、現段階で

はいじめは小学校で２１件、中学校で１

３件、報告が上がっておりますけれども、

全体的なこととして、いろんなアドバイ

ス等もいただきました。まず、いじめの

アンケートですね、９月その他学校によっ

て違いますけども、アンケート調査も行っ

ておりますが、今年度発生したこの案件

について、アンケート調査から発覚した

という件数はございませんでした。アン

ケートのとり方ですとか、時期ですとか、

そういうことについてもアドバイスをい

ただきましたし、事例の検討の中でも、

事例についてはいろいろ件数等は報告し

ておりますけれども、その一つの事例と

しては、いじめが解消に至るまでの道筋

に少し苦労するような問題につきまして、

もっと事前に、重くなる前に事前にしっ

かり組織的な対応をとるにはどうしたら

いいかとか、そういういじめの対応につ

いてのいろんなアドバイスをいただきま

した。

　ここで出されました意見につきまして

は、またまとめまして、生徒指導担当の

研修や会議等は頻繁に行っておりますの

で、そこで報告させていただきまして、

各学校の取り組みに生かしてまいりたい

というふうに思います。

　人権問題の研修につきましてです。人

権問題の研修につきましては、今年度も、

教育委員会主催ですと７回ほど行ってお

ります。主にテーマはユニバーサルデザ

インです。集団づくり、子ども理解やユ

ニバーサルデザインの授業づくり、それ

から男女平等等、あるいは同和問題の研

修、あるいは日本語指導ですね。外国の

ルーツであるというか外国籍ですね。日

本語の習得が十分定着していない児童、

生徒に関して、それに関するクラスでの

支援ですとか、その子のフォローですと

か、日本語指導の研修ですとかいうこと

を行っております。先ほどありました、

持ち物検査がその人権問題に当たるかど

うか、その辺のあたりはどちらかという

と生徒指導分野での研修に当たると思い

ますので、またそういうことも検討し、

あるいはこれはスクールロイヤー、弁護

士さんですね。弁護士さんも研修の講師

をしていただいたりしてますけども、そ

ういうところでも相談したりということ

で、また検討してまいりたいというふう

に思います。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　撰田課長。

○撰田教育支援課長　教育支援課にかか

わります質問についてご答弁申し上げま

す。

　まず、１点目、教育相談事業にかかわ

る質問にお答えいたします。今年度の不

登校の状況でございますが、１２月末現

在、２０日以上欠席しています不登校の

数は、小学校におきまして４３名、中学

校におきまして１０５名でございます。

昨年度と比較しますと、小学校で少しふ

えておりますが、中学校のほうでは減少

しているという状況でございます。数字

には見えてこない中身といいますか、内

容ですけれども、改善しているケースも

出てきておりますが、また新たに欠席、

学校に行けないというようなケースが生
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じておりまして、このような数字になっ

ているところでございます。

　不登校ということではっきりしており

ます相談の件数に関しましては、教育セ

ンターで受け付けしておりますのが、１

月末現在で１５０件、小学校配置のスクー

ルカウンセラーが受け付けましたものが

４０９件でございます。また、不登校と

いうはっきりした原因ではなく、交友関

係でありましたり、集団生活への適応な

ど、さまざまな悩みに関する相談に関し

ましては、教育センターのほうで１月末

現在で１，１７４件、各小学校のスクー

ルカウンセラーが扱いました件数が２，

８７７件というふうな状況でございます。

　続きまして、学校教育相談員配置事業

にかかわりますご質問にご答弁申し上げ

ます。今年度新規採用者は２８名、４月

に配置されました。学校教育相談員の先

生を中心に巡回指導を行いましたが、２

月末現在で延べ６９１回の巡回指導を行っ

ているところです。また、これ以外に研

究授業、また各課題別の初任者等を集め

た研修の折に、アドバイスをいたしまし

たり、今経験の浅い者が感じている悩み

を直接その場で聞きまして、助言をする

というようなことを行ってまいりました。

　離職率でございますが、１名が自己都

合で退職しておりますので、離職率にす

ると約３．６％ということでございます。

理由に関しましては、子どもとの関係づ

くりがうまくいかなかったため、また授

業については管理職の指導の下、複数体

制で子どもの対応を支援してきたところ

でございますが、本人の今後続けていく

という気持ちが継続できなかったという

ことで、退職されたということでござい

ます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　申しわけございま

せん。８点目のスクールソーシャルワー

カーのところで、答弁が漏れましたので、

お願いいたします。スクールソーシャル

ワーカーが学校等の中でどのように連携

していくか、スクールカウンセラーとど

ういうふうに連携していくかという部分

なんですけれども、スクールソーシャル

ワーカーはいろいろ共有して学校で検討

している抱えた課題につきまして、スクー

ルソーシャルワーカーは３つの学校を主

に１中学校区一人ですので、２中学校区

担当しますと大体６校ぐらい担当するこ

とになるんですけれども、その中で可能

な限りその学校の生徒指導の委員会にも

入ります。そこで情報の共有や検討を行

います。また、必要に応じて、個別の検

討について行うケース会議を主催します。

そこでいろんな関係の人間が集まってい

ろんな検討を行います。スクールソーシャ

ルワーカーは得た情報はきっちり組織的

に対応していくということになります。

　また、これも先ほど申しましたが、スー

パーバイザーを呼ぶ、呼ばないにかかわ

らず、必ず定期的に連絡会議を市として

行いますので、教育委員会とスクールソー

シャルワーカーは常に連携をいたします。

　それから、スクールカウンセラーにつ

きましては、中学校には府からの派遣の

人間が週１日で来ます。小学校には教育

支援課から週１日派遣しております。で

すので、生徒指導の各校の会議には必ず

スクールカウンセラーとスクールソーシャ

ルワーカーが参加しておりますので、常

に情報の共有は、各校の情報の共有はし

ております。

　また、市全体の課題につきましては、

教育センターとも連携、教育支援課とも

連携しますけれども、スクールカウンセ

ラーが集まります研修等にはできるだけ
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スクールソーシャルワーカーも参加させ

るような方向で考えていきたいと思って

おります。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　部活動につい

てのご質問なんですが、部活動につきま

しては、学校教育課の学校部活動等助成

事業と、それから教育支援課の部活動振

興相談員の派遣、両方またがっておりま

すので、私のほうからご答弁いたします。

　中学校の部活動につきましては、一生

つき合っていく文化あるいはスポーツで

すね。そういうものと出会えるだけでな

く、心の育成、人間関係の訓練、それか

ら規則正しい生活、あるいは礼儀等です

ね。こうしたものを学べる場であると。

それから忍耐力とか達成感、自己有用感

も含めて味わう場として大きな意義があ

るということは認識しておりますし、学

習指導要領におきましても、学校教育の

一環として重要な役割があると明記され

ております。本市でも先の答弁にもござ

いましたが、子どもたちの加入率が男子、

女子それぞれ９割前後であるといったと

ころから、期待の大きさも感じていると

ころでございます。そうした部活動の意

義を押さえまして、各校ではそれぞれの

実情、子どもたちの実態も含めまして、

主体的に部活動の編成、それから運営を

行っているところでございます。ただ、

少子化に伴いまして多くの部活動の維持

の難しさでありますとか、それから経験

の浅い教員の増加、指導経験のない顧問

を配置しないといけない状況等ございま

すところから、部活動のガイドラインに

先立ちまして、本市では部活動振興相談

員、これを配置し、各校を巡回する中で、

経験の浅い教員の部活動あるいは校務全

般も含めた相談、指導に当たってまいり

ました。ここまで直接的に部活動振興相

談員が各顧問の悩み等を相談に乗ったり、

時には中学校のキャプテン会議へ参加し

て、生徒から直接部活動の悩み等にもつ

いて意見交換したこともございます。こ

こまで直接的な巡回指導を行ってきたわ

けでございますが、ガイドラインについ

てはその趣旨等も理解いたしますので、

本市ではまだできておりませんが、近隣

他市の状況も参考にしながら、研究を進

めたいなと考えているところでございま

す。

○安藤薫委員長　溝口課長。

○溝口総務課長　それでは、中学校給食

に係りますご質問にお答えいたします。

　６月からデリバリー選択制の中学校給

食の開始に向けて、現在保護者の方に対

しての説明会と試食会を実施させていた

だいております。喫食率の向上に向けて、

努力と工夫についてというようなご趣旨

のご質問でありますが、先般も南野委員

からのご質問にもお答えさせていただい

ておりますけども、２学期の早い時期に

アンケートを実施させていただきまして、

生徒の方を中心に、保護者の方の声も可

能な限り反映させていきたいというふう

に考えております。アンケートの中身に

つきましては、これから詳細を詰めてい

きたいと考えておりますけれども、主に

味や量、おかずの種類等についてアンケー

トをとらせていただきまして、子どもさ

んに人気のあるメニューを中心にアンケー

トを分析した上で、栄養面のバランスも

考えながら献立の工夫に反映させていき

たいというふうに考えております。

　また、予約システムの部分での利便性

について、本市のシステムにおきまして

は、アレルギーをお持ちのお子さんも利

用しやすいようなシステムを構築してお

りまして、アレルギー制限機能というも
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のをつけております。該当するアレルギー

食材が入った給食を予約いただく際には、

警告メッセージが表示されまして、間違っ

て予約をしないような形で子どもさんが

安心して予約申し込みいただけるような

システムを構築させていただいておりま

す。今後も３月におきましても、保護者

説明会、試食会、また教職員の方にも同

様に実施させていただきまして、制度、

給食の内容、予約システムの利用方法を

中心に、学校に周知させていただく予定

でございます。

　また、新年度に入りましたら、カラー

でのリーフレットやパンフレット等も配

布させていただきまして、よりわかりや

すい形で積極的に中学校給食をアピール

してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

○安藤薫委員長　喫食率の件はご答弁い

ただけましたね、工夫ですかね。

○溝口総務課長　はい。

○安藤薫委員長　答弁。

　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、私のほ

うからこども会に関する摂津市の考え方

というところにつきまして、ご答弁させ

ていただきます。

　教育とはということになりますが、教

育には学校教育、家庭教育及び地域教育

という３本の柱があると考えております。

その中でも、こども会は地域における教

育現場の最前線ということで、非常に重

要な教育機会であると認識しております。

特に球技大会やクリスマス会、廃品回収、

キャンプなどの屋外活動につきましては、

なかなか学校では経験できない貴重な体

験学習の場であると考えております。ま

た、学校とは違い、他学年の子どもとの

交流というものも非常に重要なものと考

えております。これは単に他学年の子と

仲よくするというだけではなく、子ども

が社会に出た際に人間関係の円滑な構築

ができるよう、その出発点であると考え

ております。これらのことから、市とい

たしましては、こども会の加入率の低下

につきましては非常に懸念しており、加

入率が低下することによって地域の教育

力の低下につながる、またひいては摂津

市全体の教育力の低下につながるもので

あるというふうに思っております。残念

ながら、根本的な解決策というものはな

かなか現在難しいものであると考えてお

りますが、今後も地道な啓発活動などを

行い、加入率の低下の食い止め、また今

後さらなる向上について図っていきたい

と考えております。

　また、スポーツ大会の件でございます

が、確かに現在こども会育成連絡協議会

におきまして、ソフトボール及びキック

ベースボール大会を開催しております。

過去におきましては、やはりそういった

単一種目で摂津市全体、摂津市一丸となっ

て競技をすること、また競争して競い合

うということ自体は非常に意義のあった

ものかなと考えておりますが、子どもた

ちの嗜好の多様化によりまして、単一競

技によるものというものもなかなか現代

としては難しいところがあるものと考え

ております。これにつきましては、摂津

市及びこども会育成連絡協議会ともに問

題点として認識しております。新たな事

業や、新たなスポーツ種目など、今後よ

り魅力あるこども会づくりにつきまして、

団体のほうと協議した上で新しいものを

考えていきたいというふうに考えており

ます。

　続きまして、さわやか広場とりかいの

文化財展示の件につきましてご答弁させ

ていただきます。さわやか広場とりかい

につきましては、平成２５年４月に、そ
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れまで旧教育研究所として使っておりま

した建物を改装いたしまして、地域福祉

活動拠点として名称さわやか広場とりか

いとして開所いたしまして、現在地域に

おける高齢者を対象としたサロン活動、

また乳幼児を対象とした子育てサロンな

どを定期的に開催していただく施設とし

て、ご利用いただいております。その中

で、郷土資料展示室として、特に過去摂

津市内で使われていたような民具や農具

などの郷土資料を展示するような形で運

用させていただいております。しかしな

がら、委員ご指摘のように常にオープン

し、誰でも入れるような展示室につきま

しては、私どもといたしましても望まし

い形であると考えておりますが、現在こ

ちらの施設につきましては、校区福祉委

員会で管理をいただいております。そち

らとの、さわやか広場とりかい立ち上げ

時の協議内容といたしまして、常時開館

することは現在については難しいという

ご回答をいただいており、現在におきま

しては利用しない期間につきましては施

錠し、入れない状態となっております。

こちらにつきましては、私どもも郷土資

料展示室としての機能を今後も地域に役

立てていただきたいと考えており、福祉

部門を通した上で地域の方との交渉を今

後も行って、常時開館できるような形で

今後話し合いを行っていきたいと考えて

おります。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　では、大澤委員。

○大澤千恵子委員　それでは、２回目の

質問をさせていただきます。

　まず、家庭児童相談室運営事業でござ

いますけれども、先ほどご説明いただき

ました正規職員は室長入れて３人、非常

勤職員が週４日の２人プラス今回１人、

行政パートナーのお話ありませんでした

けど、行政パートナーはいるんですよね。

それは抜けておりますので、計７名、７

名体制で行うということですね。

　それから、先ほどこの児童家庭相談室

の事業で、虐待のお話が出ましたけども、

この家庭児童相談室の役割というのはも

う一つ大きなものが、発達検査があると

思います。この発達検査について、学校

側のほうといたしましては、この発達検

査をどんどんするというような方向で発

達検査を送り込んでいると思います。２

年前のご答弁では、約１８０人から２０

０人ぐらいがこの発達検査を行っている

ということをお聞きしております。今回、

家庭児童相談室と教育センターに分かれ

て発達検査されていると思いますけれど

も、今の合計数とそれから教育センター

と家庭児童相談室と分けた状態でどれぐ

らいの数になってて、実際分けた効果が

どれぐらいでてるのかということも含め

てお聞かせいただきたいと思います。　

　それと、この発達検査を行った後、支

援学校とそれから通級に入れない生徒、

これを今どのようにお考えになっている

のか。また通級に入れない者に関しては、

多分、大阪府に要望はされていると思い

ますけども、その大阪府に要望されてい

る現状をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それから、もう一つ、先ほど虐待のほ

うで、件数はふえているということで、

昨年から国の通告できょうだいも同じよ

うにカウントするということでございま

すので、実際きょうだいを入れた状態で

虐待の件数はどうなっているんでしょう

かね。数的には、世帯数は大体６８世帯

と１０５世帯あるんですが、きょうだい

含めた数を抜いたって、先ほどおっしゃっ

たんですけど、実際どれぐらいの数の通

告があるのかどうか、確認させていただ
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きたいと思います。

　以上、まずそれを２回目の質問とさせ

ていただきたいと思います。

　それから、子育て支援短期利用事業で

ございますけれども、８６日間利用とい

うことです。５施設ありますけど、これ

は、今、茨木市で受け皿を持っていただ

いているというふうに思うのです。今回、

鳥飼中に摂津市おかえりホームですかね。

ここなんかは今回は入っているのか。今、

私が確認している中では茨木市北春日の

子供の家、それから茨木市中穂積の救世

軍希望館、それから茨木市安威のレバノ

ンホーム、この３つは確認ができている

んですけど、あと２施設はどこを受け皿

として持っていただいているのか。対応

する施設が非常に不足している中で、要

は虐待で一時避難する受け入れ施設が非

常になくなってきている。これはどこも

全国的に見ても、この施設が不足してい

るということの状況があると思うんです。

市としては、この虐待の一時的なものに

関してはどのように対応されているのか

ということもあわせてお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、民間保育所入所承諾事業で

す。これに関しましてはご説明いただき

ましたのでわかりました。一つだけ、保

育士に住居手当が支給されていると、こ

の手当は受けることができないというふ

うにされているとお聞きしたのですけれ

ども、このあたりの保育士に住居手当が

含まれているか含まれてないかという、

こういった連携というか、そのあたりは

どのように把握されているのか、１点だ

けお聞かせいただきたいと思います。

　それから、民間保育所施設整備補助事

業に関しましてはわかりました。平成２

９年度に待機児童の解消に向けて、これ

から募集要項もつくられるということで

ございますので、そのあたりは状況判断

をしながら行っていただきたいと思いま

すので、これは要望とさせていただきま

す。

　不登校の件でございますけれども、非

常にやっぱり多いのかなというふうに思

います。この不登校に関してですけれど

も、先日も事件があって、１か月も学校

に来ていない子どもが、あのような事件

になったということもございますので、

不登校、これは非常に多くて全てが把握

できてるとは私も思いません。教育委員

会としてはこの不登校対策にいろんな手

だてはされていると思うんですけれども、

実際に今一番長い期間で不登校をされて

いる子どもというのは、どれぐらいの期

間の不登校になっているのか。１年、２

年なのかちょっとわからないですけど、

どれぐらいの期間不登校になっているの

か。また、その不登校の子どもに対して

いろんな解決方法はその子どもによって

も違うんでしょうけど、学校と保護者と

どのような対策を行っていっているのか、

ちょっと現状をお聞かせいただければな

というふうに思います。

　先ほど教育センターに相談があるだけ

でも２，８７７件という非常に大きな数

が出ておりますので、これに対しては何

らかのこれからも対応を考えていかない

といけないと思うんですけれども、教育

委員会としてはこれに対してどういう警

鐘を行っているのかお聞かせていただけ

たらなというふうに思います。

　それから、学校部活動等助成事業でご

ざいます。先ほどもガイドラインがない

というふうにおっしゃっておりましたの

で、実は鳥取市の教育委員会が部活動ガ

イドラインというのをきっちりとされて

おります。これは一番いいなと思って私

これを持ってきたんですけれども、先日
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の教育長のお話の中で、やはり中学校の

行き過ぎた部活動をどこかで抑制してい

かないといけないというところもあるか

な、というふうな答弁をいただいたんで

すけれども、中学校の学習指導要領の中

に第１章総則の第４で中身は要約します

けど、部活動は本来は生徒の自主的、自

発的な活動であること。それから、学校

教育の一貫として行われるものであると。

それから、地域や学校の実態に応じて行

うべきであるというようなことが書かれ

てあるわけです。私は今回、いろんな事

件と教育長がおっしゃってましたけど、

事件のことに関しても、その中身という

のは、きっちり部活動がどうあるべきか

ということを精査していかないといけな

いというふうに思います。先ほど若狭次

長がガイドラインについてはこれから検

討して、他市の状況も見ながらつくって

いくというふうなことをおっしゃってお

りました。鳥取市教育委員会のガイドラ

インには、教育長がこの前の代表質問の

中の答弁でおっしゃっておりました顧問

教育の役割というところまで書かれてあ

ります。生徒にかかわること、計画的に

生徒の自己実現が図られる部活動経営を

工夫するとか、外部との調整にかかわる

とか、そういったことが中に書かれてあ

るわけなんですね。その中には保護者の

負担を軽減するというようなことも書か

れてあります。説明責任も果たす、必要

経費額とその理由を保護者に知らせる。

そういうことも書かれてあるわけです、

ガイドラインの中に。まして、私は一番

重要だなというふうに思ったのは、練習

日も書かれてあるんですね。原則として

１週間のうちに１日以上の休養日を設け

る。土日は計画的に休養日を設定する。

それから、第３日曜日は家庭の日として

部活動は実施しないようにするとか、こ

このガイドラインにはいろいろ細かいこ

とが書かれてあるんですね。これを参考

になさったらいいかなと思います。その

中に体罰、いじめ、生徒が困ったことや

悩みを相談しやすい体制をつくるとか、

いろいろ書かれている中で一番思ったの

が、やはり私は勝利至上主義に陥ること

なく活動の機会を平等に与える、教育的

配慮のもと指導するという内容があった

んですけど、これが望ましい指導者の姿

であるというような項目があります。こ

ういった中で、やっぱり先生方にも部活

動に対するしっかりとした意義と目的、

部活動は何のためにあるのか、意義と目

的をしっかりと伝えていく。その上で、

円滑な部活動ができる学校の体制づくり

をしていかないといけないんじゃないか

なというふうに思います。

　いろんなところがあるんですけど、教

育長にお聞きしたいのは、この部活動に

ついて今後ガイドラインもつくっていか

ないといけないのかなというふうなとこ

ろまで来てると思います。ですから、こ

の部活動について、教育長からどういっ

た指導なり、そしてあるべき姿を皆さん、

保護者にも、子どもたちにも、教員にも

伝えていくというところをどのように考

えられているのかお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、もう一つ、先ほど行き過ぎ

た指導という部分を私は申し上げました

けれども、やはり勝つということは非常

に大事なことだと思います。勝利主義と

いうところの行き過ぎというところはだ

めだと思いますけれども、でもやはり勝っ

ていくにはいろいろな指導の仕方もある

と思うんですね。その中で、じゃあ、こ

このクラブ活動だけ特別なことを提供す

るというのは、私はやっぱりよくないと

いうふうに思っている中で、今回、市民
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文化ホールの件に関して先日代表質問の

中にも出ました。吹奏楽部が市民文化ホー

ルを３日間、これは減免で借りていると

いう実態がございます。コンクールのた

めのリハーサルであれば、これは認めら

れるということでございますけれども、

この３日間朝の９時から晩の１０時まで

で、実際に１日借りたら８万６，２４０

円、これが減免されております。実際に

これは教育委員会が認めた。市民文化ホー

ルが認められたということで書かれてあ

るわけでございますけれども、この市民

文化ホール条例施行規則によりますと、

これは本市が使用する場合は使用料の全

額で、減免になれば減免の申請書を出さ

なければいけないんですけれども、これ

は減免の申請書は教育委員会が許可して

るわけなんですね。これは、荒木課長の

お名前になっております。これについて

のご説明をしていただきたいなというふ

うに思います。

　それから、学校教育相談員配置事業で

ございます。こちらのほうは理解できま

した。１名自己都合でやめられた先生が

いらっしゃるので、そんなに離職が多い

わけではないと思います。ただ、やはり

全国的に見ても先生の離職率が高いので

摂津市はまだ優秀なほうなのかなという

ふうに思っております。きのうも学校の

先生とお話をしている中で、やっぱり学

校の中の雰囲気がいいと、すごく先生方

も一致団結して子どもたちを何とかしよ

うという協力体制ができるというような

お話を聞いてきたばっかりです。ですか

ら、なかなか今のこの社会状況の中では、

保護者と学校と地域と連携をしながらと

言っておりますけれども、なかなか学校

の意向が保護者に伝わらない。保護者の

意向が学校に伝わらない。そういった中

で、先生たちははざまに立って非常にし

んどい思いをされることも多いかと思い

ます。ですから、やはりコミュニケーショ

ンが大きな要因ではないかなというふう

に思います。保護者の方が何を言ってい

るのか、また教員はどういうふうに伝え

たらいいのか。前回もそうですけど、子

どもだけを本当に守るのではなく、子ど

もがだめなことはしっかり保護者にも伝

えていく。そういった体制の中でやらな

いと、先生は非常にはざまに立って苦し

い思いをされているのかなということは

現実に思いますので、今、摂津市は離職

率も低いですけれども、なかなか先生方

も心に何か問題を抱えて、ちょっと鬱に

なったりとか、精神的な思いを持ってい

らっしゃる方も多いとお聞きしますので、

このあたりは先生方にも配慮した運営を

していただければなというふうに思って

おりますので、これは要望とさせていた

だきます。

　それから、教職員人権問題研修事業の

件でございますけれども、先ほどお聞き

しました男女平等、同和問題、ユニバー

サルデザインの問題が多いというふうに

お聞きしております。生徒指導の問題に

は弁護士が入って、というようなお話が

今答弁でございました。私はこの前の問

題については、これからまた生徒指導の

問題の中でもお話しされるかもしれませ

んけれども、学校の中に持ってきてはい

けないものというのは必ずあると思いま

す。それが指導できないのであれば、ゲー

ムも携帯電話も何でも持ち込んでも、そ

れを注意をしてもそれがだめだという認

識がなかなか私は持てないのかなと。人

権侵害だから、それをなかなか指導でき

ないんですっておっしゃっているのです

が、実際に私立の学校では取り上げをし

てます。預かりという形ですけど取り上

げています。子どもたちは取り上げられ

－16－



て、こそこそじゃないんですけど隠す。

隠して持ってきてる子もいるんでしょう

けど、隠すという行為はだめなことだと

いうことがわかっていて隠すわけです。

でも、今の状態だと持ってきても取り上

げられないから、先生に見られても指導

だけだっていうような気持ちに、子ども

たちがなるんじゃないかなっていうふう

な懸念を持ちます。やはり、だめなもの

はだめだということを、もう少し、きっ

ちり子どもたちに指導するべきだという

ふうに思います。子どもたちは絶対それ

を逆手にとる可能性があります。人権侵

害だから、これを持ってきてもどうせ取

られへん。注意だけだって。私はそうい

う子どもがいないとも限らないというふ

うに思いますから、おっしゃっているこ

とはよくわかるのですが、ただ、やはり

持ってきてはいけないものを持ってきた

ときの指導はきっちりしていただきたい

なと思います。いろんなものを持ってき

てるのを私も見ました。先日も学校の中

で、水鉄砲を持ってきてる子どもたちも

いましたし、ライターも私が実際に目撃

しております。ですから、何で持ってき

てるのって聞いたら、私の前では隠して

ましたけれども、子どもたちは多分あん

な感じで、先生たちも実際に見かけられ

た方たちがたくさんいらっしゃるんじゃ

ないかな。それが指導し切れていない、

実際、持ってきてるということは。だか

ら、そのあたりを指導していかないとい

けないんじゃないかなというふうに思い

ますので、これに関しては今後の指導を

どのように行っていくべきなのかどうか

というところを、きっちりご答弁いただ

きたいなというふうに思います。

　前回、ぼやが出た。火事になった。更

衣室、上履きを。この生徒さんはわかっ

たんですかね。そのままの報告になって

いるので、その生徒さんがわかって、指

導されているのかどうかもあわせてお願

いしたいと思います。

　それから、中学校給食事業は結構です。

これからまた取り組んでいただいて、改

善点もしくは子どもたちの要望や保護者

の要望もお聞きしながら、喫食率もでき

るだけ下がらないように進めていただき

たいと思います。

　それから、地域学校連携活動支援事業

でございます。このすこやかネットなん

ですけど、１点だけお聞きしたいのが、

第五中学校のすこやかネットという教室

があるんですね。本来、当初このすこや

かネットの教室は、開放されてたように

お聞きしております。しかし、今は倉庫

になっているような現状でございます。

このすこやかネットの活動をされている

方々が、あの教室を、もし利用すること

ができるのであれば、もっと地域との連

携がとれる場所になるのではないかとい

う要望がございます。実際に、今すこや

かネットの教室は倉庫になっているとお

聞きしておりますけれども、今後活用を

するのか、もう使えませんというのか、

そのあたりをお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、こども会育成事業でござい

ます。こども会の育成の意義というのは

私もよくわかっております。地域の連携、

それから学校ではできない体験、こういっ

たことを昔から取り組んでこられたとい

うような経緯でございます。加入率の低

下と教育力の低下と、今おっしゃいまし

た。そこまでおわかりいただいているの

だったら、こども会の加入率を上げるよ

うな、しっかりと指導をしていっていた

だきたいなというふうに思っております。

今の現状を見ておりますと、私は以前に

も多分お話をしたと思いますが、自治会

－17－



の中にこども会がありますけれども、こ

ども会に加入をしていない世帯も役員が

まわってくるということで、非常に問題

になったことがあります。私の家の前に

１０人ぐらいのこども会に入っていない

保護者が来て、こども会に入っていない

のに役員がまわってくるというような現

状がありました。これを何とか改善して

ほしい。こども会に入っても最後の卒業

のときにファーストフード店の商品券を

１枚くれるだけなのに、何でこんな会費

を払わないといけないのかというような

こともおっしゃっておりました。やはり、

こども会も地域によって、活動の規模が

全然違うんです。私たちが加入している

鳥飼小学校の鳥飼下こども会は、いろん

なバスのツアー、ひらかたパークに行っ

たり、ボーリング大会が行われたり、い

ろんなことが行われています。でも、加

入率の少ないところというのは規模も小

さいですから、入っててもあまり意味が

ないとおっしゃる方が多いんです。その

辺の格差、こういったことも現状をどう

把握されているのかということをお聞か

せいただけたらというふうに思います。

　それから、最後の文化財保護事業でご

ざいます。当初、私は全部開放してくだ

さい。子どもたちのために開放してくだ

さいということを再三言ってまいりまし

た。そして、何とか妥協策で、保健福祉

課で高齢者の対策の施設として使って、

今、子育てサロンの広場などもやってい

ただいております。残りは、郷土資料館

の展示室で市民の皆さんに見ていただく。

答弁書にも残っておりますけど、私は、

そこに何回も足を運ぶ市民が一体どれだ

けいるのか、農具とかそういったものを

見にくる人がこの摂津市内に、他市から

も来るとかおっしゃってました。だけど

それだったら子どもたちに開放してほし

いというのが、学校の横にある施設を何

とか、三島の第１児童センターですかね。

ああいった形の小規模なものでもいいか

ら開放してほしいというのが希望だった

んですけど、これは今現状をお聞きする

と、校区福祉委員会にいろいろお願いを

されて常時開館が難しいということであ

れば、当初の答弁とは全く意味をなして

いないというふうに思いますし、事情が

もしあるならば、いろんな事情をやっぱ

り検証してほしいですし、どこかに持っ

ていく空きスペースがないからあそこに

入れているんだったら、私は違うところ

に移転してほしいなと思います。なぜな

らば、小学校の横にある施設というのは

非常に私は重要な施設だというふうに思っ

ておりますし、郷土資料館がだめだと言っ

てるわけじゃないですよ。だめだと言っ

てるわけじゃないけれども、学校の横に

ある施設をもっと有効に活用してほしい

というのが希望ですけれども、そのあた

りをどのようにお考えなのかお聞かせく

ださい。

　小学校の副読本に関しましては、入れ

るぐらい何とでも前後に入れていただけ

ると思うので、人間基礎教育を。それぐ

らいのことは相談をしていただいたらす

ぐにできることなので、入れていただい

たらなというふうに思います。

　それから、家庭児童相談室の件に関し

ましては、摂津市とは違いますが、他市

では学校の校長先生が入ってるところが

あるんです。学校現場にいらっしゃる方

が地域の協議会の中に、スクールソーシャ

ルワーカーやスーパーバイザーに報告す

る前に、校長先生に入っていただくこと

は可能なんですかね。スクールソーシャ

ルワーカーの会議がありますよね。その

中に校長先生にも入っていただくという

ことは、他市でもやっていらっしゃるみ
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たいなんです。現職の、現場の校長先生

が入ってくださってるんですけど、摂津

市ではそういったことはお考えになった

ことはないのかということをお聞かせい

ただきたいなと思います。

　以上ですね。

○安藤薫委員長　答弁を求めます。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、子育

て支援課に係るご質問にご答弁申し上げ

ます。

　先ほど家庭児童相談室の説明の中で、

行政パートナーが１名漏れておりました

ので訂正をさせていただきます。申しわ

けございません。

　それと、発達検査についてのご質問で

ございます。現在、家庭児童相談室にお

きましては、児童を対象にして発達検査

のご相談を受けております。相談を行う

中で、必要な方について発達検査を実施

してまいっております。ただ、平成２６

年度におきましては事務の見直しを行う

中で、就学後につきましても家庭児童相

談室で実施を行ってきたところでござい

ます。実施に当たりましては、臨床心理

士の資格のある相談員が検査それから結

果の説明などを行ってきているものでご

ざいます。実績といたしましては、今年

度の途中の１２月まででございますけれ

ども、１８５件の実施をしてきたところ

でございます。

　通級教室その他につきましては、また

後ほど教育支援課からご説明させていた

だきます。

　それから、虐待事例でのきょうだいを

入れてカウントした場合の実数でござい

ますけれども、各年度１月末現在で平成

２４年度では１０３件、平成２５年度で

は９６件となっておりましたけれども、

今年度１月末現在では２３４件というふ

うに、きょうだいをカウントいたします

と大幅に増加する状況となっております。

　子育て支援短期利用事業につきまして

でございます。摂津市といたしましては

今年度は２か所増加いたしましたけれど

も。大阪府内の他市町村で２か所契約を

させていただいております。

　委員のほうから市内での施設でどうか

ということで、ご質問をいただいた施設

につきましては児童福祉法に基づく通所

の事業所ということで認識をしておりま

す。宿泊も含めた生活全般での指導など

の機能については、非常に難しいかと思っ

ております。ただ、何かあったときにす

ぐに利用できるという体制は非常に大切

なことであるというふうに考えておりま

すので、今後も他施設で利用できるよう

な場所がないのかということにつきまし

ては、さらに拡充するということができ

ないか、また努めてまいりたいというふ

うに考えております。

　ただ、先ほどご質問がありました虐待

の一時避難としての機能というお話もご

ざいましたが、ここの部分につきまして

は大阪府での一時保護での対応となって

おりまして、本市で実施しておりますの

は育児疲れ、その他何か急な病気等など

でのご利用ということで、機能の役割に

ついては分担させていただいているとこ

ろでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　先ほど大澤委員の

ほうから施設名のところで具体的なとい

うご質問もあったかと思いますけれども、

ショートステイにおきましてもいろんな

事情のある方が入られる施設でございま

す。我々はこどもの観点といいますか、

児童保護の観点から、ショートステイで

あっても、そういう観点でやっておりま
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すので、施設名に関するご答弁について

はできればそういう観点でやってるとい

うことをご理解いただきたいと思います。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　小林部参事。

○小林次世代育成部参事　保育士宿舎借

上支援補助金の住居手当の支給の有無の

確認といったお問いだったと思いますけ

れども、この制度につきましては保育士

の確保に向けた宿舎を借り上げられます

法人さんを支援する制度でございまして、

保育士さん個人の入居費用に対する補助

制度ではございません。そのため補助金

交付申請書等を申請していただきますけ

れども、その際には法人さんと家主さん

との不動産の賃貸契約書であったり、入

居の契約書、また入居する保育士さんの

雇用証明であったり住民票、保育士証、

また住居手当を支給されていないといっ

たことが証明できるような書類等もあわ

せて提出をしていただきまして、目的に

合致した補助金となるように努めてまい

りたいと思います。民間保育所さんにつ

きましても、説明会の中でその辺はきっ

ちりとご説明をさせていただき、活用い

ただけたらと考えております。

　以上です。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　不登校に関しまし

て私のほうからご答弁申し上げます。

　不登校は全て把握しております。月１

回必ず各校から集計・報告を教育委員会

にするようにしております。専用のソフ

ト、シート等をつくって集計しておりま

す。また、１学期は１０日、２学期は２

０日、３学期は３０日を超える欠席の分

についても全て集計するようにしており

ます。また、月に１回各校の担当の不登

校ワーキングの会議をもって、いろんな

事例についても検討をいたしております。

今年度に限りますけど、今年度１日も出

席のない児童、生徒は、全欠と呼びます

けれども、小学校で１名、中学校で７名

おります。家庭訪問や連絡等はくり返し

行っております。ただ、本人となかなか

会えないような状況もやはりございまし

て、やっぱり本人が家庭訪問をしても直

接出てこないようなケースもございます

が、部屋の奥から声が聞けたり、あるい

は宿題を渡して宿題をしっかり提出した

り、そういうことで安否確認と申します

が、安全確認のほうについては全て確認

ができております。

　また、保護者のほうがなかなか押し出

しが弱いというようなケースもあります

し、また保護者の過度な期待からいろい

ろ心理面でという、そういうこともござ

いますけれども、保護者のほうとは学校

は必ず連絡もとれておりますし、スクー

ルカウンセラー等も積極的にかかわるよ

うにいたしております。

　続きまして、持ち物のことでございま

すが、当然持ち物につきましては年度初

め、あるいは学期始め、あるいは課題が

見られたときに必ず校則につきまして一

斉指導は行っております。また、持って

きてはいけないものについて所有が認め

られたときには預かるようにいたしてお

ります。ただ、現状はなかなかそこがう

まくいかなかったり、反発したりという

ことも、これは現実にございます。ただ、

その状況に応じてどういうふうにしてい

くかということは学校で検討しておりま

す。また、そういう指導がちゃんと入る

ような学校づくり、持ってきてはいけな

いものをどうするかで校則だけの問題で

はございませんで、いろんな生徒会活動

や集団づくり、学年づくりを含めまして、

そういう指導がちゃんと入る学校づくり

というのをしっかり目指していかなけれ
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ばならないというふうに考えております。

　上靴の件につきましては、対象生徒は

わかって指導も入っております。

　すこやかネットの部屋についても私の

ほうからご答弁申し上げます。

　すこやかネットの制度等が導入された

折には、地域の方が集える場所をという

ことで部屋の設定等もございましたが、

実質いろんな会議や打ち合わせなどは会

議室等で行われることが多くございまし

たので、実際にそういう固有の部屋とい

うのはなくなっていったという現状がご

ざいます。その中学校につきましては、

古いパソコン等が置いておりまして、今

はちょっと教室の表示もまだそのように

残っているところはございますけれども、

会議等は会議室で行っているという現状

でございます。ただ、いつでも使えるよ

うなそういう場所が欲しいということで

要望がございましたら、使えないという

ことはございません。可能な範囲ででき

ることはできるというふうにしていきた

いというふうに思います。

　それから、スクールソーシャルワーカー

の会議でございますが、規模の大きい市

ですといろんなスクールソーシャルワー

カーが集まった会議に校長も入ってとい

うことで聞いている感じがあると思いま

すが、本市の場合は市の任用が２名でご

ざいまして、まず学校に行きましたら校

長と話もしますので、校長との連携はう

まくいってると思います。また、スクー

ルソーシャルワーカーの個々の働きでご

ざいますとか、それから市全体の動き方、

機能等につきましては常に教育委員会の

ほうに校長の要望を吸い上げております

ので、教育委員会のほうでスクールソー

シャルワーカーを指導していくというこ

とになりますので、よろしくお願いいた

します。

○安藤薫委員長　撰田課長。

○撰田教育支援課長　教育支援課にかか

わるご質問にご答弁申し上げます。

　まず、支援学級及び通級指導教室に関

するご質問でございますが、原則といた

しまして、支援学級のほうは要望にほぼ

応じる形での現在設置になっております

ので、待ちという状況はないものと捉え

ております。ただ、保護者等の需要の問

題というのはございますので、結果的に

入級をしなかったというような状況はご

ざいます。

　通級指導教室のほうは、現在小学校に

３校、中学校に１校設置している状況で

ございます。こちらのほうは障害という

よりは特別支援という観点でございます

ので、一定言葉の問題であったりするこ

とを訓練することで通常学級で十分勉強

していけるだろうというお子様に対して

の訓練をする学級ということで設置して

おります。ただ、年々この通級指導教室

の入級に関しますニーズは非常に高くなっ

ておりまして、現在どの通級指導教室も

満杯な状況になっているところから、こ

こ数年間は大阪府に設置増の要望をして

きているところでございます。来年度は、

１学級設置が増の見込みでございます。

　続きまして、教育相談の相談件数増に

対しての検証ということのご質問にご答

弁申し上げます。

　いろんな問題が考えられるかというふ

うに検証しているところでございます。

まず、核家族化でありましたり、ご両親

ともに非常に忙しくされている中で、子

どものほうがそういう状況に遠慮してな

かなか家族の中でコミュニケーションを

とる時間が非常に少なくなってきていた

りとか、さまざまな現在の社会にまつわ

るいろんな家族の問題からいろんな相談

がふえてきているのではないかというふ
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うな分析もしているところでございます。

また、障害ではないいわゆる広汎性の高

機能発達障害と言われております部分が

随分知られるところにより、保護者のほ

うも早くから相談をしていこうという、

そういう意識の高まりも相談の増につな

がっているかというふうに思っておりま

す。今、申しましたような状況ではカウ

ンセリングやプレイセラピーによりまし

て、人間関係の改善ですとか、社会性の

獲得ということではすごく有効な部分も

ございますので、ますます相談は増の方

向にこれからもあるのかなというふうに

分析しています。

　このような状況の中、教育支援課だけ

ではなく教育委員会全体で、例えば昨年

は教育センター内に相談室を増設してい

ただくとか、来年度は臨床心理士を増加

する、またその臨床心理士の抱える件数

もふえますし、センターでのいろいろな

相談力を高めるためのカウンセラーの育

成ということでのスーパーバイザーの配

置も来年していくところから、このよう

な問題に対応しているところでございま

す。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　荒木課長。

○荒木学校教育課長　済みません。先ほ

ど誤解を招く表現がございました。上靴

の件なんですけれども、持ち主がわかり

ましたということで申し上げたかったん

ですけれども、指導という言葉を使って

しまいましたので加害者がわかったかの

ように捉えたかもしれないですが、加害

者についてはまだ判明はしていないです。

上靴の持ち主についてはわかって、事情

聴取をした。私は指導という言葉を使っ

ていましたが、事情聴取をしたというこ

とでございます。

　もう一点、持ち物に関しまして、預か

るべきものは預かるということで申し上

げました。人権侵害と最初に挙げました

部分につきましては、かばんの中をチェッ

クするとかその部分が人権侵害に当たる

かどうか、このあたりをもう一度確認し

てまいりたいと思います。

○安藤薫委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　それでは、私のほ

うから、こども会の現状の把握につきま

してご答弁させていただきます。

　こども会の現状につきましては、平成

２４年に各こども会に対しましてアンケー

トをさせていただいておりまして、その

問題点や活動内容の状況等についてご回

答いただいております。この中で課題と

して浮き彫りとなっておりますのが、ま

ず行事ですけれども、歓送迎会、送別会、

またクリスマス会、ダンボール等の資源

回収、美化活動、ラジオ体操。こういっ

た一般的にこども会活動として連想され

るような定例的な活動につきましては、

多くのこども会が取り組んでおられます。

しかしながら、運動会や遠足、キックベー

スボール、ソフトボール以外のスポーツ、

またハイキングや工場見学、バス旅行な

ど、そういった野外活動であったりイベ

ント的なもの、これにつきましては先ほ

どの定例的な行事と比較しまして活動率

が非常に低くなっております。

　こちらの原因の分析といたしましては

２点考えております。

　１点目は、指導者、役員がイベントを

企画することが大変であるというお答え

をいただいております。どういったこと

をしたらいいのかというところです。

　２点目といたしましては、そもそも役

員や指導者として参加する人が減少して

いるということが挙げられると思います。

この役員、指導者になり手が少ないとい

うことにつきましては、やはりこれは非
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常に問題と考えておりますが、例えばＰ

ＴＡなどの役員とどうしても重複してし

まうのでなかなか積極的に参加できない

といったご意見もございます。

　保護者といたしましては、やはりこど

も会の役員になること自体が負担になる。

そのためにこども会活動が活発にできな

いという問題があるかと考えております。

これにつきましては、いかに役員として

の負担を減らすような取り組みができる

か、これはなかなか難しい問題ではある

と思いますが、解決策については今後検

討をしていきたいと考えております。

　また、活動内容につきまして考えるの

が大変というお答えをいただいています

が、これにつきましては現在こども会育

成連絡協議会のほうで、各こども会の育

成者の指導、研修も含めまして指導等を

行っております。そういった中でこういっ

た活動をしていったらいいよということ

が指導者の能力向上について活動してい

るところでございます。こちらにつきま

しても市として協力していき、こども会

の活性化について図ってまいりたいと考

えております。

　続きまして、さわやか広場とりかいの

開放の件でございます。委員がご指摘の

とおり、現在、さわやか広場とりかいに

おきましては、利用する際に開錠を行う。

利用しないときに関しましては、基本的

には施錠されている状態である。

　小学校真横の施設でありますことから、

その稼働率につきましてはやはり私個人

といたしましてももったいないものがあ

るというふうには認識しております。こ

れにつきましては、現在その建物自体の

管理運営を校区福祉委員会に委託してお

り、校区福祉委員会の意向により現在の

運用状況となっておりますが、これにつ

きましてはやはり今後の問題点、恐らく

例えば人員配置の問題でありますとか、

管理する側といたしまして不特定多数の

人が出入りすることに対する懸念、そう

いうことからこういった運用方法になっ

ているものと考えておりますが、これに

つきましては保健福祉部と協議いたしま

して、今後の課題として検討してまいり

たいと考えております。

　なお、こちらの郷土資料展示室につき

ましては、通常オープンはしておりませ

んがさまざまな形で活用を現在させてい

ただいております。見学を希望される方

に関しましては、職員が立ち会った上で

中を見ていただく。また、ちょうど昨日

でございますが、ふるさと摂津講座を、

通常であればコミュニティプラザで開催

しているところをさわやか広場とりかい

を会場といたしまして、実際に農具、民

具等を見ていただいた上での講義を行う。

また、これは昨年６月に行いましたが、

摂津市内の文化財施設をバスで回るとい

うイベントをさせていただきましたが、

その中でも実際にさわやか広場とりかい

に市民の方に来ていただきまして、味舌

むしろ織り機の実演体験等をしていただ

くなど文化財行政の啓発として活用させ

ていただいているところでございます。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、中学

校の部活動に関連しまして、文化ホール

の使用についてのご質問にお答えいたし

たいと思います。

　議員がご指摘の文化ホールの使用につ

きましては、中学校の吹奏楽部が夏のコ

ンクールを前にして練習、リハーサルを

行ったものでございます。コンクールを

前にした吹奏楽部の練習ということで、

パート練習にとどまらず本番に向けた全

体練習をする必要もあることから文化ホー
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ルを使用したものでございます。コンクー

ルに向けた練習ということでございます

ので、単に全体練習というだけではなく

本番用の装置等も設置して臨場感を経験

しておくということも、コンクールに臨

むに当たっては大切なことだと考えてお

ります。教育委員会としましては、中学

校の部活動において市の施設を利用する

希望がある場合、その利用目的等から特

に問題がないと判断される場合につきま

しては、各公共施設の使用規則に基づき

まして使用料の免除を申請しているとい

うふうに考えております。

○安藤薫委員長　教育長。

○箸尾谷教育長　部活動についてのご質

問にお答えをします。

　まず、本会議の部活動に関するご答弁

では、本市に１月に生起しました件と部

活動について、私は関係があると申し上

げたわけではないということをまず申し

上げておきたい。今、調査中です。関係

があると申し上げたわけではございませ

んので、ご了解をお願いします。

　部活動についてどう考えるのかという

ご質問ですけれども、部活動の意義につ

きましては先ほど若狭次長が申し上げた

とおりですが、やはり部活動はそもそも

何部に入るのかということも子どもが自

由に選べるわけですから、そういう意味

でも先ほど大澤委員もおっしゃいました

ように、生徒の自主性あるいは主体性と

いうものが一番重要視されまして、それ

を顧問が支援するというのが本来の姿で

あろうと思っております。

　ですから、活動の内容につきましては、

学校によって施設とか設備の違いもあり

ますことから、どういう活動をするかに

ついては部員と顧問とで相談した上で決

めていくべきものと考えておりますが、

一方、公立中学校の部活動であるという

ことからいいますと、先ほどもご指摘い

ただきましたように、あるいは私も答弁

で申し上げましたが、生徒の肉体的、精

神的な荷重負担になるとか、あるいは家

庭に対して経済的に荷重負担になるとい

うのはまずいだろうと思います。そうい

う意味では、指導すべき部分がある場合

がございますので、先ほど大澤委員から

お示しいただきました、鳥取市のガイド

ラインについては私は詳しく承知してお

りませんので、早急に拝見して、市内の

中学校、他の中学校の部活動の活動時間

でありますとか、あるいは部費等の状況

も調べまして、教育委員会ガイドライン

を決めてお示ししたほうがいいというふ

うに判断された場合には、そういうもの

を参考にしながらガイドラインをつくっ

ていきたいというふうに思います。

○安藤薫委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５１分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○安藤薫委員長　それでは、再開します。

　質疑を続けます。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　済みません。それで

は３回目、質問させていただきます。

　まず、家庭児童相談室運営事業でござ

いますけれども、先ほど発達検査のこと

についてお話させていただきました。通

級に入れない子どもたちというのは、学

校のほうで現状見ているというような現

状ですけど、今、学校のほうで、それぐ

らいしっかりと本当に見れてるのかどう

なのかという状況、こちらのほうも、再

度お聞かせいただきたいなというふうに

思います。

　先ほど、子育て支援短期利用事業に関

しましても、大阪府の要望に関すること

が２点あるのかなというふうに思います

ので、しっかりと要望をしていただきた
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いなということを要望とさせていただき

ます。

　それから、民間保育所入所承諾事業で

ございますけれども、今、民間の保育所

にかなり補助金も出しておりますので、

保育士がいないと始まらないと思います

ので、この保育士をしっかりと確保して

いっているのかという状況もあわせてみ

ながら、支援していただきたいなという

ふうに思います。これも要望とさせてい

ただきます。

　それから、教育相談事業なんですけれ

ども、非常に不登校の数が多いというこ

とでございます。実際に長期にわたって

不登校されている子どもたちがいるとい

う現状もお聞きしました。この不登校に

対する対策は、これは全市挙げて本当に

やっていかないといけないなというふう

に思いますし、なかなか学校の先生がご

自宅に行かれて、先ほどおっしゃってま

したけども、安否確認をしているという

ようなことでございますけども、現状やっ

ぱり、しっかりと把握しないと、声が聞

こえてるから、なかなか会えないという

のではなくて、やっぱり顔が見えた状態

でお話しすることってすごく必要なのか

なと思います。

　私も今、東委員がいらっしゃいますけ

ど、実際に先生方が足を運んで行かれて

いるのもずっと見てきました。本当に時

間もかかりますし、ご苦労もあるかと思

います。ご家庭の中で、自分の子どもが

不登校になっているという現状をどうし

ていいのかわからなくて、本当に保護者

もどうしたら行ってくれるのかなという

ことを悩んでいらっしゃると思いますの

で、そういったところで、すごく精神的

なストレスも抱えてる保護者もたくさん

いらっしゃいますので、その辺、本当に

大変なことだと思いますけど、これから、

これだけの多い不登校がいるという現実

を見たときに、ここは最重要課題として、

やはり教育委員会としても取り組んでい

かないといけないことかなというふうに

思いますので、また先ほど言ってたんで

すけど、不登校に関連する何か解決策の

あるようなところも、私たち委員も視察

に行ったり等して、ご提案できたらなと

いうふうに思っておりますので、これも

しっかり取り組んでいただきたいという

ことで要望させていただきます。

　それから、中学校の部活動の件でござ

います。

　先ほど、登阪部長からもご答弁いただ

きましたけれども、これ、私、先ほど一

番最初に申し上げましたように、部活動

は公平でなければいけないというふうな

観点から考えますと、この学校が３回も

部活動で借りている。ということはほか

の部活動、例えば第五中学校であったり

第二中学校であったり、こういった吹奏

楽部も、この市民文化ホールをお借りす

ることができるのか。私、これを見てお

りますと、教育委員会から減免の申請書

が出されて、減免申請もなされておりま

す。これ先ほども言いましたけど、荒木

課長の名前で借りてるんですけど、この

摂津市の市民文化ホールを借りれるとい

うのは、市長が認めなければ借りれない

というふうになっております。摂津市の

ＰＴＡも今回、文化ホールを借りており

ますけども、４割り減免で借りてるんで

すね。もし、部活動が本当に借りれるの

であれば、私は、ほかの学校のそういっ

た例えば文化的なクラブが市民文化ホー

ルを借りれるということも、平等な観点

から言うと、教えてあげないといけない

と思います。これがもし特別であった。

例えばコンクールのために、一生懸命やっ

てるから特別処置で貸してるんだと言う
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んであれば、そういう処置でなされた理

由をちゃんとお伝えしていただきたいで

すし、ここに関しましては、やっぱりきっ

ちりとされたほうがいいのかなと思いま

す。今のご答弁だったら、教育委員会は

認めて、減免の申請書を出したら施設管

理公社が認めたんだというようなことに

しか、ちょっととれないかなというふう

に思います。

　なぜ、教育委員会がこのクラブ活動に

対して、減免措置を行ったのかというこ

とを、私は確認させていただきたいなと

いうふうに思います。そこにちゃんとし

た理由づけをお答えいただきたいなと思

います。

　先ほどガイドラインについてのお話も、

教育長からもありましたけれども、部活

動というのは、今、先生もいない中で一

生懸命やってるところと、そうでないと

ころの差ももちろんあるのもわかってお

りますし、部活動のあり方自体が、先生

自体もものすごく曖昧。私、きのうもク

ラブ活動の顧問で学校へ見に行ってまし

たけど、そのときに生徒指導の先生なん

かは本当に忙しくて、今から家庭訪問行

かないといけないので大澤さんお願いし

ますと言って、行かれておりました。な

かなかじっくり見れることもできないよ

うな状況というのも把握してますし、コ

ンクールや、例えば大会に出るために一

生懸命やろうとしたら、それなりに付き

添わないといけないというのも、もちろ

んあると思います。だから、その辺の先

生のクラブ活動に対する意識づけが、そ

れぞれやっぱり違うと思うんですね。意

識の持ち方というのが。何となく私、専

門じゃないけど見とったらいいんやとい

うようなところもあるし、専門やから頑

張ってやらなあかん、サッカーの先生み

たいに自分もやってたから、この子ら何

とかしたいという思い、こういったとこ

ろのいろんな差がある中で、それでも教

育委員会というのは、このガイドライン

にのっとった形で、しっかりと部活動と

いうのはどういうものなのか、さっき言

いましたように、保護者に負担をあまり

させない。教育課程の中での部活動とい

う位置づけをどういうふうにするのかと

いうことも、ある程度示していかないと

いけないのじゃないかなというふうに思っ

ております。

　だからこそ、さっき言ったように、い

ろんな意味での差別がない、差がないよ

うに取り組まなければいけないというふ

うに思ってますので、そのあたりもう一

回、先ほどの市民文化ホールの件、しっ

かりとお答えいただかないと、今後、ほ

かのクラブ活動も借りていいんやったら、

どんどん借りたらいいと思うんですよ。

でも、８万何ぼもかかってるわけです。

朝の９時から晩の１０時まで借りてるわ

けですね、３日間も。ここをちゃんと答

えていただきたいなと思います。

　あわせてこの先生、吹奏楽連盟の会長

をされてますよね。ここの部活動の先生。

だから、その連盟の会長をされてるから

こそ、逆に市民文化ホールの使い方が曖

昧になったんじゃないかなというふうに

とれる箇所もあります。ですから、連盟

は連盟、部活動は部活動という線の引き

方もしっかりとされてたのかなというの

は、ここからくみ取れるところなので、

このあたりもしっかりと線引きをしてい

ただきたいというふうに思います。

　あわせて答えていただきたいと思いま

す。

　それから、スクールソーシャルワーカー

の件は、しっかりとこれからスクールソー

シャルワーカーに関しても、前も申し上

げましたように、１，５００人から１万

－26－



人規模にという予算がつきますので、こ

れを活用していくことが、市として体制

を築くことが必要やと思っておりますの

で、このあたりは宝の持ちぐされになら

ないように、活用していただきたいなと

思います。

　それから、いじめ問題に関しましては、

アンケートの調査をしているというよう

なことでございますけれども、とったり

相談したりすることではなくて、やっぱ

りこのいじめ防止に対して、どのような

ことが防止対策に役立つのかということ

をしっかりやっぱり議論していき、そし

て、また実践していただきたいというふ

うに思います。何でもやればいいという

もんじゃないと思います。やって、それ

を活用しなければ、やることが意味がな

くなってきますので、このあたり、いじ

め問題に関しましても、実のある会議に

していただき、実のある実行をしていた

だきたいなと思います。これも要望とさ

せていただきます。

　それから、先ほど職員の人権問題に関

して訂正がありましたけれども、犯人と

いうのは言い方は変ですけど、それをやっ

た子どもがまだわからないというような

状況を、そのまま放置してるということ

のほうが私は問題だなというふうに思っ

てます。やはり、それをやった生徒を犯

人捜しと言えども、持ってきてはいけな

いものを持ってきてるはずです。そこで

やってはいけないことをやってるわけで

すから、靴を燃やされた子どもに対して

というよりも、私は、やっぱりやった子

どもに対して、しっかりと指導をするべ

きだと思いますし、それをやっぱり指導

できるように調査するべきだというふう

に思います。でないと、また同じことが

どこかで起こったときに、これは今は小

さいうちで済んでるけれども、また大き

くなって、もっともっと重大なことにな

りかねない。小さいときにやっぱり火は

消しておかないと、大きくなってから火

は消せませんので、必ずこれは、私は調

査していただいて、その生徒にきっちり

指導する、周りの子どもたちにも、こう

いうことはしてはいけないんだ、こうい

う物も持ってきてはいけないんだという

ことを、やっぱり厳しく指導していただ

きたいなというふうに思います。これは、

文教常任委員会に報告をいただきたいな

と思います。

　それから、すこやかネットの件でござ

いますけれども、先ほど要望があれば使

用可能だというふうにお答えいただきま

したので、これは、またすこやかネット

の方々にもお伝えして、ここの第五中学

校に関しましては、外部が入ってるとい

うのは、もう皆さん御存じだと思います。

また年度がかわって、いろんな意味でちょっ

と楽になるのかなというところもあると

思いますけれども、外部の方たちが入っ

て見守りをしていただいている中で、こ

ういった部屋があれば、また、それはそ

れなりに地域との活用ができると思いま

すので、私は、そうやって要望があるん

であれば、開放していただきたいなとい

うふうに思いますので、これは、その団

体さんにも伝えさせていただくというこ

とにさせていただきます。

　それから、こども会育成事業でござい

ますけれども、やっぱり現実をしっかり

と把握していただきたいなと思います。

こども会の廃品回収、建前上はやってお

りますけど、表に出ると大人しかやって

ないところたくさんあります。もう子ど

もは朝から外部のいろんなサッカー行っ

たり、いろんな活動で出ていって、結局

やってるのは大人なんですね。こういっ

た現状もしっかり踏まえていただいて、
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本当に摂津市が子どもの育成のために、

こども会をもっともっとしっかりとした

ものにしていくと言うんであれば、摂津

市こども会育成連絡協議会の方々と、こ

れからも調整をしていって、子どもが本

当に入ってもらえるような、今言われて

もわからないですけど、何かそういった

策を考えていかなければならないのかな

というふうに思いますので、これもしっ

かりと考えていただいて、次のこども会

の育成につなげていただきたいなという

ふうに思います。以上です。

　それと、文化財保護事業の件です。ふ

るさと摂津講座の見学会ですかね。こう

いったものがされてるということでござ

いますけれども、先ほど、私ももったい

ないと思うとおっしゃっていただいたの

で、できましたら、すぐにとは言いませ

んけれども、何らかの形で、あそこの鳥

飼小学校の横の、これから学童保育なん

かもどうなっていくのか、民間に委託す

るのかどうかわからないですけど、そう

いったことも踏まえていくと、やっぱり

子どもが学校が終わったあとの居場所、

今回も嶋野委員が子どもの居場所につい

てお話されてましたけども、そういった

ところにも流用しながら使えるじゃない

かなということも踏まえて、教育委員会

の管轄から今はちょっと離れてますけれ

ども、そこの部分だけでも差し戻しでき

ないのか、こういったことも検討しなが

ら活用を考えていっていただきたいなと

思います。じゃないと、ちょっともった

いないと私も思いますし、学校の横にあ

る施設というのは、非常に大事だという

ふうに思います。公民館でもかなり離れ

てますので、小学校の子どもって、やっ

ぱり行動範囲が狭いので、そういった意

味では近くにある施設を有効利用してい

ただきたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

　それと、最後１点だけよろしいですか。

　この時期になりますと、昨年もやりま

したけれども、学校前の校門のビラの配

布、これがまた、入学式、卒業式の中で

出てくるというふうに思いますが、あれ

だけ教育長もご答弁いただいて、しっか

りと校門前の配布に関しても教職員の方

たちにも伝えていただいてると思います

ので、それもしっかりと今回も３月、４

月と見ていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

　そして、この時期、入学式、国歌斉唱

の件でございます。

　子どもたちに聞きますと、国歌を今ま

で授業で一回しかしてないというような

答えが返ってきております。何度もこれ

も言っておりますけど、まず教えていた

だかないと歌えるはずがない、１回しか

しなければ、それは歌えるはずがないし、

子どもたちの責任ではありません。これ

だけはしっかりとお伝えして、３回目と

させていただきたいと思います。

○安藤薫委員長　今、大澤委員からの要

請がありましたが、文教常任委員会に報

告いただいている学校で起きたさまざま

な事案について、適時、今の事案も含め

て、文教常任委員会に報告をいただくよ

うに、委員長からも要請をしておきたい

と思います。

　それでは、答弁を求めます。

　撰田課長。

○撰田教育支援課長　通級指導教室にか

かわります、ご質問にお答えいたします。

　通級指導教室、入級等にかかわりまし

て、学校の把握がどのようになっている

かというお問いであったかと思いますが、

各学校に支援教育コーディネーターが配

置されております。そのコーディネーター

が校内での支援教育あるいは通級指導教
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室相当なのかというようなことの情報等

の把握をまずすることになっております。

学校で把握した上、検討されたのち、入

級が妥当というふうに学校が判断しまし

たら、その時点で学校から教育委員会の

に連絡が入るという流れになっておりま

す。教育委員会に連絡が入りましたら、

リーディングスタッフが市内におりまし

て、通級指導教室を担当していますスタッ

フがその学校に巡回指導という形で、ま

ず子どもの状態等を確認及び指導のあり

方などについて指導をまずさせていただ

いております。その巡回指導におきまし

ても、やはり通級指導教室に入級するこ

とが必要であろうというふうに認められ

ましたら、一定の発達検査等のそのよう

な情報も含めて判断をしまして、通級指

導教室設置校の校長に連絡をした上、そ

の学校の通級に入級するというような段

階を踏んでの入級ということになってお

ります。

　以上でございます。

○安藤薫委員長　中学校部活動の件で、

登阪部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、文化

ホールの利用の件について、ご答弁申し

上げます。

　先ほど、委員のほうからご指摘のあり

ました、今年度の文化ホールの使用につ

きましては、教育委員会として、減免申

請をした理由は、先ほどの答弁のとおり

でございます。

　これまでも、中学校の部活動でバレー

ボール部やバドミントン部などが大会前

の練習ということで、使用料の免除を受

けまして、市の体育館を使用している例

もございますので、決して一つの部活動

を特別な対応をしているわけではござい

ません。ただ、委員ご指摘にもありまし

たように、使用料を免除して市の施設を

使わせていただくわけでございますので、

教育委員会といたしましても、学校現場

といたしましても、その意味合いを改め

て認識して、利用申請に当たっては対応

してまいりたいというふうに考えており

ます。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　最後の中学校のバレー

ボールというのは、市民文化ホールを借

りたということではないですよね。

　私が言ってるのは、朝から晩まで借り

てるわけです、市民文化ホールを。それ

で、朝から晩まで借りると、金額の問題

じゃないですけど、金額的には８万３，

０００円ぐらいいくわけですね。これを

連続して３日間借りてることに対して、

お話してるわけで、中学校のバレーボー

ルは、これはどこで借りたのかちょっと

わからないですけど、確かに減免という

形をとるのか、これはどこで借りたかに

もよると思うんです。市民文化ホールの

規定というのは、基本、市長が承認しな

ければ借りれないわけですよね。ここは

ご理解いただいてますね、教育委員会は。

そこのあたりを説明いただきたいんです

けれども。

　だから、教育委員会の判断でしたとい

うことですかね。どういう判断のもとで、

この市民文化ホールを貸す根拠があった

ということ、そこだけちょっと知りたい

ということです。

○安藤薫委員長　暫時休憩します。

（午後１時２２分　休憩）

（午後１時２７分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　先ほどの答弁に

つきまして、改めて答弁させていただき

ます。

　今回の件につきましても、部活動では
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ございますけども、これはあくまで学校

教育活動の一環として取り組まれている

という判断のもと、教育委員会としまし

て、市の事業として取り組まれるという

判断のもとに、教育委員会から申請をさ

せていただきまして、市長からの利用決

定を受けているというふうに考えており

ます。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　今、ご答弁いただき

ましたけれども、市の事業としてとおっ

しゃいましたけれども、これに関しまし

ては、練習という位置づけだというふう

に、この申請書を見ましてもとられます。

　吹奏楽コンクールのリハーサルという

のは、この市民文化ホールの中でのリハー

サルであるならば、これは、私は今まで

過去の経緯からもありだと思いますけれ

ども、違うところでのコンクールのため

に、ここを練習のために使った。それに

対して減免申請を行っていることについ

て、ご質問をさせていただいてるわけな

ので、そこをご答弁いただきたいと思い

ます。

○安藤薫委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　規則の規定の中

に、市として使用する場合、使用料を免

除するというふうな規定になっているか

と思います。そういう意味では、市の行

事、この市の行事をどのように理解する

かという問題もあるかと思いますけれど

も、市として使用する場合ということで

ございますので、その学校教育課程の一

環として取り組む以上、これは市として

使用しているというふうに、我々は今の

ところそういう認識を持って、今まで申

請しているところでございます。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　済みません。それで

したら、ほかのクラブ活動が、明日、市

の活動やということで練習するのに、市

民文化ホールを貸してくれと言ったら、

それは申請すれば借りれるということで

すか。

○安藤薫委員長　登阪部長。

○登阪次世代育成部長　それは先ほども

答弁しましたように、委員ご指摘のよう

に、使用料の問題もございます。公の施

設を免除していただいて、使わせていた

だくわけですから、部活動であるとはい

え、その利用の目的が、一定、文化ホー

ルあるいは体育館を使用するに十分な理

由といいますか、目的からして問題がな

いと判断した場合、我々としましては、

市として使わせていただくという判断を

して、申請をしているところでございま

す。ですから、何でもかんでも部活動で

あれば、そういう要求が出てきたら、そ

れを申請するというわけではございませ

ん。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　ですから、今回、目

的として判断した理由をお聞きしてるん

です。これが認めた理由を、なぜここは

認めたんですかというところ。

○安藤薫委員長　教育長。

○箸尾谷教育長　ブラスバンド部という

ことに限定しての話になりますけども、

ブラスバンド部というのは、私の経験か

らしても、ある意味特殊と思っておりま

す。私は卓球部の顧問しておりましたけ

ど、卓球部は卓球台を体育館に置いて練

習をします。バレー部、バスケット部も

そういう形でそれぞれの体育館のコート

で練習しますけども、ブラスバンド部の

練習というのは、基本的にはフルートと

かそういう楽器ごとにまとまって練習を

続けています。ですから、申しわけない

ですけど、普段は雑音にしか聞こえない。

それぞれのパートをそれぞれが吹いてま
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すから、雑音にしか聞こえないんですけ

ども、コンクールになると、それが集まっ

て一つの曲になるということです。それ

ぞれがふだんは、例えば、ある者は音楽

室、ある者は廊下、ある者はちょっと校

舎の隅っことかいう、ばらばらなところ

で練習をしておりますけども、コンクー

ルが近づいてまいりますと、集まって練

習することが必要になります。それが、

本来だったら音楽室でということなんで

すけど、御存じのように、ブラスバンド

部の規模にもよりますが、楽器も大きい

楽器もございますから、音楽室にみんな

が集まって一斉に練習するということが

なかなか難しい状況もございます。それ

でもふだんは、そういう形でやってるん

ですけれども、やっぱりコンクールが近

づいてきますと、みんなが一斉に集まっ

て、そして、音のこととか、そういう実

際の場所、コンクールを行う会場に近い

場所で実際の音とか、音の出し方とかを

確認する必要があります。そういう形で

文化ホールを今回、コンクールのための

練習ということで借りられたのかなとい

うふうに、私は思います。

　体育館でやれればいいんですが、体育

館は、やっぱりふだんから、今申しまし

たように、バスケット部とかバレー部が

練習をしておりまして、音が静かに流せ

るような状況ではございませんし、また

ボールが飛び込んできたりとかいうこと

もありますので、実際には、なかなかそ

ういうことも難しい。だから、今回そう

いうことで、第一中学校がコンクールの

参加に向けての練習ということで、文化

ホールを借りられたのは、そういうこと

なのかなと思ってます。

　ただ、大澤委員おっしゃるように、公

平性というのは大事ですから、例えば、

ほかの中学校のブラスバンド部が同じよ

うな目的で使いたいという希望があれば、

やっぱり同様の処置はしないといけない

と思いますし、ほかのクラブでも例えば

演劇部とか、そういうその舞台が必要で

舞台道具なんかも置いて、声の大きさと

かも必要だから静かな状況でやりたいと

いうようなときに、貸してほしいという

ような場合には、またそれも一定考える

必要があると思います。ただ、ほかのク

ラブが、ふだんの練習からというのは、

私もまずいというふうに思います。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　今、教育長からご答

弁いただきました。

　ただ、今の市民文化ホールの話ですけ

ども、３つの部屋にまたがって借りてる

わけです。ですから、市民文化ホールだ

けじゃなくて、部屋も３つ借りてるんで

すね。それで３日間借りてるわけですね。

なかなか、今おっしゃってくださったよ

うに、やっぱり公平な観点から考えると、

公平にもし借りれるんであれば、逆に借

りれるんだよということを知らないクラ

ブもあるかもしれません。ですから、た

またま、この顧問の先生は市民文化ホー

ルを連盟でも借りてらっしゃるから御存

じだったかもしれないじゃないですか。

でも、ほかの顧問の先生は存じ上げない

かもしれない。だからそういった観点か

ら、やっぱり公平性を担保していただか

ないと、絶対これは言われる。何であそ

こだけ借りれるのと、言われる一つの要

因になると私は思いますし、やっぱり本

来、市の主催するものがベースになって、

それだと減免扱いになるんだということ

も、もう皆さん理解してるわけですから、

そこはしっかりとちゃんと答えられるだ

けの材料を持っていてほしいですし、私

は決して子どもたちのために、いいこと

はどんどんやるべきだと思ってますから、
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そこは賛成の立場ではあります。でも、

教育委員会が、何となく貸したんやとか、

コンクールに頑張ってほしいから貸した

んやとか、それだけの理由になると、やっ

ぱり不平不満が出てくるということだけ

は、しっかり認識をしていただきたいと

いうふうに思います。

○安藤薫委員長　教育長。

○箸尾谷教育長　おっしゃいましたよう

に、今、教員がどんどん若手にかわって

いきますので、そういうような情報につ

きましても、顧問も変わりますから、御

存じなければ、使いようがないわけです

から、公平公正な観点から、そういうこ

とが可能であるか、ないのかということ

も、きちんと教育委員会から示していか

ないといけないと思いますので、そこは

きちんと示していきます。

○安藤薫委員長　いいですか、ほか。

　南野委員。

○南野直司委員　１０日の午前中にも質

問させていただいたんですけども、１点

だけ追加で質問させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

　予算概要については、１２６ページに

当たると思います。

　摂津市民図書館等協議会事業、それか

ら図書館施設管理事業、図書館運営事業

にまつわるお話かなと思います。

　実は、市民の方、何名かからこのよう

なお声をいただきまして、質問させても

らうんですけども、いわゆる摂津市の図

書館も大きな図書館としますと、市民図

書館それから鳥飼図書センターというこ

とでありますけども、千里丘公民館は蔵

書とか新年度していただくということで

ありますけども、例えば千里丘のほうに

お住まいの方が吹田市に行きますと、吹

田市立千里丘図書館ですかね、立派な図

書館があります。そちらによく利用され

に行かれます。そこで働いてる職員の方、

摂津市の方がいらっしゃいましてそうい

うお声聞くんですけども、借りるのに図

書カードを発行しますよね、市民図書館

でもそうです。借りるのに摂津市の市民

図書館は、摂津市に住んでるか、もしく

は、摂津市に通学されてるとか会社があっ

て通勤されてる方が対象で借りられるん

ですけど、例えば、その吹田市立千里丘

図書館で借りようとしても条件がないの

で、借りれない状況だという、残念なと

ころですというお話なんです。よく、千

里丘の方などはそちらを利用されますの

で、広域連携をとっていただいたらどう

かなというふうに提案させていただこう

かなと思うんです。実は、吹田市におき

ましては、大阪市と豊中市と全ての図書

館じゃないですけども、連携とっておら

れます。八尾の市民図書館を見てみまし

たら、南河内の６市、大阪狭山市、河内

長野市、富田林市、羽曳野市、藤井寺市、

松原市と広域連携をとっておられるんで

すね。そんな意味で、摂津市におきまし

ては、茨木市、高槻市、吹田市、別府の

ほうに行きますと大阪市と隣接しており

ますけども、そういった広域連携をとれ

ないかなというふうに思います。考えを

お聞かせいただきたいなと思います。

○安藤薫委員長　図書館運営関係につい

て、柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　では、私のほうか

ら図書館の広域連携についてのご答弁さ

せていただきます。

　図書館の広域連携につきましてですが、

各地域、市の境界にお住みの方につきま

しての行政サービスですけども、当然、

各市には図書館があります。その図書館

まで行ってほしいということですが、そ

の行政の境界にお住みの方につきまして

は、隣接する市の図書館のほうが近い場
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合というのが結構ございます。つまり生

活圏内に他市の図書館がある場合ですね。

そういった方につきましては、その当該

市の行政施設よりも他市の行政施設のほ

うが近い。そちらのほうが便利、利用で

きるというご意見はもっともでございま

すし、また大阪府下におきましては、そ

のような考えから、近隣市における図書

館の相互利用につきましては、何点か実

績がございまして、委員ご指摘のように、

吹田市におきましては、隣接する豊中市

及び大阪市と広域利用されてるというこ

とを聞いております。

　実は、委員からご提案がございました

吹田市立千里丘図書館におきましては、

平成２５年１月９日開館ということで、

非常に新しく、またその利用につきまし

てよく考えられておりまして、非常に便

利で利用しやすい。少しこじんまりして

ますけども、利用しやすい図書館という

ふうに聞いております。

　実は、現在、吹田市立千里丘図書館と

摂津市民図書館の広域利用につきまして、

現在協議中でございます。運用の方法や

相互利用の内容など、条件等につきまし

て、２市の間で合意がつき次第、協定を

結びまして、広域利用をさせていただけ

るのではないかと考えておりまして、現

在その条件について協議をさせていただ

いてるところでございます。

　ただ、図書行政におきましては、図書

館法におきまして、いわゆる対価をとっ

てはならない、無償ということになりま

すので、他市の方が利用される場合にお

きましても、その費用負担は、その当該

市になるということから広域利用する２

市間におきましては、ある程度、その行

政サービスが対等になるような形での協

定が必要になるかと思います。一方的に

使われるのでは、均衡の問題があります

ので、そういった形で、どういった条件

で、お互い納得できるかというところが

合意のポイントかと考えております。

　なるべく早急に吹田市立千里丘図書館

と協定が結べますよう、協議を続けてま

いりますので、今後ともよろしくお願い

します。

　以上です。

○安藤薫委員長　南野委員。

○南野直司委員　図書館の広域連携とい

うことで、第一歩ですよね。どうか実施

できるように。いろんなハードルはある

と思いますけれども、努力していただき

ますように、よろしくお願いします。

　また、そこからも広げていただいて、

大阪市あるいは高槻市、茨木市とか、い

ろいろ進めていっていただいたらいいの

かなというふうに思いますので、これは

要望としておきます。

　一つ観点は違いますけども、今度、吹

田公舎跡地をグラウンドとして吹田市に

建設いただいて、今度、摂津市でいただ

くという形になります。いろいろハード

ルはあると思いますけれども、ほぼ吹田

市に近いですし、吹田市の方も利用して

も、これは僕の考えですけど、広域連携

でいいんじゃないかなというふうな考え

はあります。また考えはこれも違います

けども、消防も広域の運用も始まります

し、環境行政も茨木市と締結をしていく

ような方向で今動いてますけども、そう

いった意味で摂津市にない施設をうまい

こと広域で有効利用、さまざまな観点か

らやっていただけるように、これは要望

とさせていただきますので、よろしくお

願いします。以上です。

○安藤薫委員長　ほかございませんか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時４５分　休憩）
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（午後１時４７分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　議案第１８号及び議案第１９号の審査

を行います。

　本２件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　何かございますか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　それでは、この２件

につきましてお聞かせいただきたいと思

います。

　これ再指定ということになるのかなと

思いますけれども、それはこの議案が本

会議で通ってから再指定されるのかなと

思いますが、ただ、この議案２件を上程

されるに当たりまして、その団体といろ

いろヒアリングされているのかなという

ふうに思うんです。事務的なところだけ

なのか、あるいは今指定管理者として、

しっかりとその当初思っていた業務をこ

なしていただいているのかということも

把握するという意味でもヒアリングをさ

れておられるのかなと思うんですけれど

も、一度そのあたりのことについてお聞

かせをいただきたいと思います。

○安藤薫委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　それでは、私の

ほうからご答弁申し上げます。

　もともと平成２６年度から５年間とい

うことで一旦指定をさせていただきまし

た。再指定に当たって、両施設のほうが

指定管理にふさわしいかどうかというこ

とにつきましては、今回この話が持ち上

がってから社会福祉事業団とお話をさせ

てもらっております。１月になってから

でございますけれども、ヒアリングをさ

せていただきまして、第１児童センター、

それから児童発達支援センターともに平

成２６年度と同様の取り組み、そして事

業団から提案のあった内容についてしっ

かりと守っていく。また職員についても、

これまでどおりの体制を十分に整えてい

くという内容のことについて確認をいた

しておりますため、再指定を議案として

上げさせてもらうものでございます。以

上でございます。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　まず議案第１９号の

市立児童発達支援センターにつきまして

は、誰でもいらっしゃいというような性

質の施設ではないと思いますけれども、

第１児童センターについては、ふとその

前を通った子どもがおれば、気軽に寄れ

るような空気というか、雰囲気が出てい

るのかといったことが非常に大事ではな

いのかなというふうに思います。そういっ

た視点から見ていったときに、果たして

そうしたら、今の第１児童センターがそ

うなっているのかなというところを、も

う一度再指定される団体とお話をしてい

ただきたいというように思っております。

　私は、これ市民の方から聞いたんです

けれども、あの前を通って、この辺に第

１児童センターがあるということで通っ

たんだけどもわからなかったというよう

なお話もお聞かせいただきましたし、確

かに我々は第１児童センターとわかって

いますからですけれども、わからなけれ

ば果たして入っていいのかどうかという

ことについても、正直そういった空気感

が出ていないんじゃないかなというよう

に思いますので、ぜひそこら辺について

は、これは要望になりますけれども、お

願いを申し上げたいと思います。

○安藤薫委員長　ほかにございませんか。

　よろしいですか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時５１分　休憩）

（午後１時５２分　再開）
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○安藤薫委員長　再開します。

　議案第３４号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　南野委員。

○南野直司委員　今回、トレーニングルー

ムを廃止して、第２体育室ということで

始まるということでありますけれども、

金額は載っていますけれども、この６０

０円とそれから１，０００円ということ

で載っておりますけれども、こっちの施

設専用の使用料、この基準となるものを、

面積が狭いからなのかなというふうに思

うんですけれども、その辺ちょっとお聞

かせいただきたいなと思います。

○安藤薫委員長　辻課長。

○辻文化スポーツ課長　金額に関するお

問いでございますけれども、鳥飼体育館

の第２体育室でございますけれども、も

ともと第２体育室というものが味生体育

館にもう既にございます。ただ、味生体

育館につきましては、鳥飼体育館よりも

面積が広うございますので、その面積按

分、およそ味生体育館の第２体育室が１

３４．４平米、それから鳥飼体育館の第

２体育室が６１．２平米ということで、

およそ味生体育館の第２体育室の半分未

満の平米数でございますので、その面積

按分でこの料金を設定させていただいて

いるところでございます。以上です。

○安藤薫委員長　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁いただきまして、

よくわかりました。ありがとうございま

す。

○安藤薫委員長　ほかにございますか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後１時５４分　休憩）

（午後１時５５分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　議案第２４号、議案第３３号及び議案

第３８号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　登阪次世代育成部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、議案

第２４号、摂津市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の利用者負担額に

関する条例制定の件につきまして、補足

説明させていただきます。

　なお、議案参考資料１ページから１１

ページもあわせてご参照願います。

　条例施行規則の制定に当たりましては、

保育料審議会、子ども・子育て会議にお

きまして、審議、検討をお願いし、ご意

見を十分に尊重した上で提案させていた

だくものでございます。

　それでは、条文に沿ってご説明申し上

げます。

　第１条は、条例制定の趣旨でございま

す。

　第２条は、用語の定義について規定し

ております。

　第３条は、特定教育・保育施設、特定

地域型保育事業の利用者負担額について、

政令で定める額を限度として規則で定め

るとする規定でございます。

　第４条は、保護者または扶養義務者か

らの利用者負担額の徴収について規定し

ております。

　第５条は、利用者負担額の減免につい

て規定しております。

　第６条は、利用者負担額の不還付につ

いて規定しております。

　第７条は、規則への委任規定でござい

ます。

　附則として、第１項は施行期日で、平

成２７年４月１日から施行するものでご

ざいます。

　第２項は、本条例制定に伴い、幼稚園
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条例において規定しておりました入園金

及び保育料に係る第５条及び減免規定の

第６条を削除するものでございます。

　それでは、第３条、規則第２条で定め

ております利用者負担額につきまして、

資料に基づきご説明させていただきます。

　利用者負担額に関する国の政令がいま

だ明示されていないため、現時点で国か

ら示されている金額をベースに、現行の

幼稚園保育料、保育所保育料の利用者負

担額を基本とし、金額設定をしておりま

す。

　特定教育・保育施設、特定地域型保育

事業の利用者負担額は、市町村民税額を

基本とする応能負担となり、規則におい

て、利用施設、利用形態により４つの区

分に応じて定めております。

　１ページをごらんください。

　資料１は、子ども・子育て支援新制度

に移行する私立幼稚園、私立認定こども

園の教育部分の利用者負担額でございま

す。

①　　は新制度の１号認定国基準額の年額
②　　は月額でございます。
　国基準の幼稚園保育料の考え方は、全

国の幼稚園保育料の平均額から現在の就

園奨励費補助金分を減じた金額をベース

に設定されています。

③　　は本市の平成２７年度１号認定利用
者負担額の年額。

④　　は月額でございます。
④　　表中にありますように、市内にある
私立幼稚園の平成２６年度利用者負担額

の月平均額は、国基準月額を下回ってお

ります。国基準どおりとしますと、保護

者負担が増大することになることから、

これまでの保育料を考慮し、国基準同様、

低所得者の負担を少なくするとともに、

現行の保育料と大きな差が出ないように

設定しております。

④　表中の一番右の欄にありますように、
国基準に対する割合は、６６．７％から

７７．８％の間でそれぞれ設定しており

ます。

　なお、平成２７年度に新制度に移行す

る市内の私立幼稚園はございません。

　次に、２ページ、資料２をごらんくだ

さい。

　資料２は、公立幼稚園の利用者負担額

でございますが、現在は保育料月額１万

円、入園料７，０００円とし、所得状況

により減免措置を行っております。

⑤　　が平成２６年度利用者負担額の年額。
⑥　　が月額でございます。
⑦　　は、平成２７年度の本市の公立幼稚
園利用者負担額の年額。

⑧　　は月額でございます。
　公立幼稚園利用者につきましても子ど

も・子育て支援制度では、１号認定とな

りますが、先ほどご説明いたしました本

市の私立幼稚園の利用者負担額を適用し

ますと第３階層以上は、現行の利用者負

担額より大幅に増加することとなります。

⑧そのようなことから　にありますように、

第１階層から第２階層の全ては、１号認

定と同額とし、第３階層以上につきまし

ては、１万円の保育料に入園料７，００

０円を２年保育の２４か月で除した２９

０円を加えた額を月額とするなど、現行

の保育料とほぼ同額といたします。

　３ページをごらんください。

⑨　　は平成２７年度４歳児。
⑩　　は平成２７年度５歳児の保育料でご
ざいます。

　平成２７年度５歳児につきましては、

既に入園料を徴収しているため、第３階

層から第５階層につきましては、入園料

相当額、月額２９０円を差し引いた額を

保育料として設定するものでございます。

　４ページをごらんください。
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　資料３は、保育所・認定こども園の保

育部分、地域型保育事業の利用者負担額

でございます。保育所等の利用者負担額

⑪は　にありますように、平成２６年度は、
所得税をベースに、年少扶養控除等を適

用して所得税額を再計算し、階層を決定

⑫しておりましたが、　のように平成２７

年度は年少扶養控除等を考慮した市町村

民税をベースに階層を決定いたします。

４月から８月は、前年度市町村民税、９

月から３月は当該年度の市町村民税で保

育料を算定することとなります。

　利用者負担額につきましては、保育料

審議会の審議を経て、国基準のおおむね

７０％で設定しております。

　平成２７年度の保育料につきましては、

所得税額を市町村民税に置きかえた場合

の階層を設定しており、月１２０時間以

上勤務されている方を対象とした保育標

準時間認定の１１時間利用の利用者負担

額は、現行保育所利用者負担額と同額で

ございます。月６４時間以上、１２０時

間未満勤務されている方を対象とした保

育短時間認定の８時間利用の方の利用者

負担額は標準時間認定の場合の９８．３

％で設定しております。

　以上、議案第２４号、摂津市特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の利用

者負担額に関する条例制定の件の補足説

明とさせていただきます。

　続きまして、議案第３３号、摂津市私

立幼稚園の園児の保護者に対する補助金

交付条例の一部を改正する条例制定の件

につきまして、補足説明をさせていただ

きます。

　なお、議案参考資料（条例関係）３８

ページの摂津市私立幼稚園の園児の保護

者に対する補助金交付条例新旧対照表も

あわせてご参照願います。

　子ども・子育て支援法の施行に伴い、

子ども・子育て支援新制度による特定教

育・保育施設の確認を受けた私立幼稚園

における利用者負担額につきましては、

市が定める金額を応能負担していただく

ため、本制度に基づく補助金交付の対象

外となります。対象として残るのは、新

制度に移行せず、引き続き私学助成を受

ける私立幼稚園となります。これにより、

本条例における私立幼稚園の定義を子ど

も・子育て支援法第２７条１項の確認を

受けていないものとするものでございま

す。

　以上、議案第３３号、摂津市私立幼稚

園の園児の保護者に対する補助金交付条

例の一部を改正する条例の補足説明とさ

せていただきます。

　続きまして、議案第３８号、摂津市保

育所における保育に関する条例を廃止す

る条例制定の件につきまして、補足説明

させていただきます。

　保育所を利用できる基準につきまして

は、これまで児童福祉法の規定により、

市町村は保護者の労働、又は疾病、その

他政令で定める基準に従い、条例で定め

るとなっておりました。しかし、児童福

祉法の改正及び子ども・子育て支援法の

制定により、保育所を利用できる基準が

子ども・子育て支援法施行規則で明記さ

れたため、本条例を廃止するものでござ

います。

　附則といたしまして、本条例は、平成

２７年４月１日から施行するものでござ

います。

　以上、議案第３８号、摂津市保育所に

おける保育に関する条例を廃止する条例

制定の件の補足説明とさせていただきま

す。

○安藤薫委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

　嶋野委員。
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○嶋野浩一朗委員　今、登阪部長から改

めてご説明いただきまして、よく内容は

わかったんですけれども、今までは、保

育所、保育園というのは、その福祉とい

う観点から応能負担になるといったこと

については、ある種理解はしておりまし

た。ただ、その幼稚園というものは福祉

ではなくて、就学前の教育なんだという

ような観点から応益負担ということで今

まできていたんじゃないかなというふう

に思います。ただ、今回の子ども・子育

て支援新制度の中を見ておりますと、応

能負担という考えになっていますよね。

結果として、お配りいただいた資料２に

なるわけですけれども、それぞれのご家

庭のですね、幼稚園の場合ですよ、それ

ぞれのご家庭の所得の状況によってお支

払いいただく授業料になるんですかね。

要はその費用が、幅が従来よりふえてい

るなというふうに思います。これは確か

にお支払いして、その能力があるところ

に払っていただくという観点からすると

そうなるかもしれませんが、しかしそう

いう教育という観点からすると、若干私

は違うほうにいってしまっているのかな

というふうにも思います。こういったと

ころがあるから、市内の私立の幼稚園は

従来の制度の中にとどまっているんじゃ

ないかなというふうに思いますが、その

あたりの教育委員会としてのご見解を少

しお聞かせいただきたいと思います。

○安藤薫委員長　小林部参事。

○小林次世代育成部参事　幼稚園の保育

料といいますか、考え方でございますけ

れども、確かに今年に入りまして国のほ

うから幼児教育の無償化といった考え方

が出てまいりまして、私どもも当初考え

ておりました一番低い金額の設定のとこ

ろも当初９，０００円程度を考えていた

ものが月額３，０００円程度というふう

に示されまして、改めてこういった金額

を設定させていただいたところでござい

ます。国のほうでは、より低所得の方に

手厚いといいますか、金額を抑えて、ま

た２人目半額、３人目無償といった、考

え方のもとで取り組みを進めてられてい

るところです。確かに委員おっしゃいま

すように、低い方と高い方との幅ができ

るというような現状はあろうかとは思い

ますけれども、将来的に幼児教育の無償

化という部分も国のほうではおっしゃっ

ている部分がありますので、その差につ

いては、今後また国のほうで考えていか

れるのかなと思います。

　あと、私立幼稚園さんが今回の新制度

に移行されておられませんけれども、幼

稚園については、９月、１０月ぐらいに

新園児さんを募集されます。その折に、

やはりこの制度自体が今まで、今もそう

なんですけれども、最終的な国のほうの

予算が確定していないという中で公定価

格や利用者負担額など未確定な部分もあ

りました。９月、１０月の時点では、ま

だ不透明な部分が多かったということで、

従来どおりの私学助成を受けての幼稚園

の運営を選択されて、保護者の方にも混

乱なく説明したいといった意向もあって、

こちらのほうには移行されていないもの

と考えております。次年度以降は、今回

の新制度のスタートが軌道に乗りまして、

一定判断の基準もまた変わってくるかな

と思います。

○安藤薫委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　改めて課長、ご説明

いただきましてわかりました。要は就学

前の無償化ということを見据えての過渡

的な流れなんだということで理解したら

いいということですよね。保護者からす

ると、うがった見方をすると、こんな差

ができるのかということについても一定
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不満を持っておられる方がおられるかも

しれませんので、ぜひそこはしっかりと

ご説明いただきたいなというふうに思い

ますし、私立の幼稚園も、なるほど確か

に、ことしの９月、１０月のその募集の

ときにどうするかわからないというお話

がございました。しっかりとご説明をい

ただいて、混乱のないようにということ

でお願い申し上げたい。終わらせていた

だきます。

○安藤薫委員長　東委員。

○東久美子委員　議案第２４号は、利用

者負担額に関する条例ということを理解

しておりますが、お尋ねしたいのは、こ

の参考資料の３ページになるんですけれ

ども、母子世帯等となっていますよね。

母子世帯ということなんですけれども、

この言葉というのは、検討の余地がある

言葉なんですか。どういう意味かといい

ますと、父子家庭、ここの中にきちんと

説明されていますよね。父子家庭も指し

ていますよね。含んでますという説明が

きちんとあるんですが、この表記される

ときに、母子ということで出てますと、

支援の対象、もちろん理解は皆さんされ

ていると思うんですが、この言葉だけで

捉えるとね、今、私の考えているのは、

父子家庭もふえているし、それから何か

母子家庭で女の人が社会的になかなか賃

金が低いという実態があったりとかとい

うことは事実ではあるんですが、なかな

か社会状況が厳しいですから、男の方も

同じようなことになっていると思うんで

す。子どもの側で見ると、母子家庭とい

うのは割とオープンというのか、聞きな

れた言葉なんですが、父子家庭というの

もなかなかまだ広まっていない言葉と思

うので、この言葉についてなんですね、

私は。もし検討できるものであれば、ひ

とり親家庭とか、また違った形のイメー

ジできる言葉があればと。それがやはり

基本的なところの支援の対象とか、支援

はどういうものであるかというときに、

きちんと説明は書かれてあるんですが、

説明を備考で書かなければ捉えられない

というのもなかなか課題が多いかなと思

いますので、これは検討で結構です。だ

から、なぜこういう質問をしたかといい

ますと、私の代表質問のときに障害者の

ことでというふうな質問をしたときに、

障害の「害」が平仮名を使っていたんで

すが、ここは漢字なんですね。そのこと

を聞きましたら、これは国の基準と。府

の基準とかいろいろありますよね。基準

ね、言葉のね。ということで、それで国

の基準なんですねということで漢字にし

た経過があるんですけれども。だからこ

の母子世帯というのも基準があって、こ

の言葉ということであれば、またお聞か

せいただいたら。また検討の余地がある

のであれば、ひとり親家庭とか、世帯と

か、支援の基本になるところかなと思い

ますので、そこのところをお答えいただ

けたら、済みません。

○安藤薫委員長　小林部参事。

○小林次世代育成部参事　委員おっしゃっ

ていますように、ここの母子世帯等とい

う表現は国のほうの表現を引用といいま

すか、同じように使わせていただいてお

ります。この備考の中で母子世帯、父子

世帯、あと次のページにありますけれど

も、身体障害者福祉法の手帳を受けてら

れる者がおられる世帯といったことも対

象になりますので、そういったところを

全体的に含めて、母子世帯等という表現

でさせていただいています。

○安藤薫委員長　よろしいですか。

　ほかございますか。

　以上で、質疑を終わります。

　続いて、議案第２８号及び議案第３５
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号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　登阪次世代育成部長。

○登阪次世代育成部長　それでは、議案

第２８号、摂津市附属機関に関する条例

の一部を改正する条例制定の件につきま

して、補足説明をさせていただきます。

　なお、議案参考資料（条例関係）１８

ページの摂津市附属機関に関する条例新

旧対照表、１９ページの特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例新旧対照表もあわせてご参照願い

ます。

　次世代育成支援対策推進法の改正によ

り、平成２６年度までの次世代育成支援

行動計画につきましては、平成２７年度

以降の策定が任意化されました。本市に

おきましては、現在策定中の子ども・子

育て支援事業計画を次世代育成支援行動

計画の後継計画として位置づけ、その施

策の調査、審議につきましても子ども・

子育て会議が担うことといたします。

　したがいまして、別表第１項の表から

摂津市次世代育成支援行動計画推進協議

会の項を削るものでございます。

　また、平成２８年４月に正雀保育所の

民営化に向け、摂津市保育所民営化事業

者選定委員会を附属機関として設置する

ものでございます。

　附則といたしまして、第１項は施行期

日で、本条例は平成２７年４月１日から

施行するものでございます。

　第２条は、本条例制定に伴い、特別職

の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の別表から次世代育成支

援行動計画推進協議会委員の項を削り、

保育所民営化事業者選定委員会委員日額

６，９００円の項を加えるものでござい

ます。

　以上、議案第２８号、摂津市附属機関

に関する条例の一部を改正する条例制定

の件の提案説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第３５号、摂津市立

保育所条例の一部を改正する条例制定の

件につきまして、補足説明させていただ

きます。

　なお、議案参考資料（条例関係）４２

ページの摂津市立保育所条例新旧対照表

もあわせてご参照願います。

　今回の条例改正は、正雀保育所を民営

化することにより、条例第２条の表から

正雀保育所の項を削るものでございます。

　附則といたしまして、本条例は、平成

２８年４月１日から施行するものでござ

います。

　今後、摂津市立保育所民営化事業者選

定委員会を立ち上げ、正雀保育所民営化

に向けた取り組みを進めるため、本定例

会に本条例を提案させていただきました。

　以上、議案第３５号、摂津市立保育所

条例の一部を改正する条例制定の件の補

足説明とさせていただきます。

○安藤薫委員長　説明が終わり、質疑に

入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時１８分　休憩）

（午後２時２１分　再開）

○安藤薫委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

－40－



しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第１８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１９号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第２８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第３８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○安藤薫委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　暫時休憩いたします。

（午後２時２３分　休憩）

（午後２時２４分　再開）

○安藤薫委員長　それでは、再開します。

　本委員会の所管事項に関する事務調査

について、協議をいたします。

　平成２７年度の委員会行政視察につい

て、実施することについてのご意見をい

ただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。まず実施するかどうかということ

ですよね。

　そうしましたら、委員会行政視察を実

施するということに異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　異議なしと認め、その

ように決定いたします。

　次に、視察事項、視察先、そして視察

日程等について、ご協議をいただきたい

と思います。目的であるとか、ここに行

きたいという視察先の要望等がございま

したら、この際、この場所で出していた

だけたらと思いますが、何かございます

でしょうか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　どの自治体でされて
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いるのかというのは、全くわからない段

階でお話しさせていただくんですけれど

も、予算の中で大澤委員もおっしゃって

おられた、例えば学習障害、発達障害の

児童・生徒に対する取り組みで少し先進

的なところがあれば、一度私は学びたい

なというふうに思っていますし、あるい

はそこで、以前から申し上げていること

なんですけれども、例えば素読であると

か、声に出していろいろ文章を読んだり

とかいうような取り組みもまたされてい

るところがあれば、ぜひお伺いしたいな

というふうに思っています。

○安藤薫委員長　ありがとうございます。

　ほかにありましたら。

　東委員。

○東久美子委員　地域で学力向上を支え

ているという地域がある。それは和歌山

だったと思うんですが、もしかしたら間

違っているかもしれませんが、子どもた

ちが放課後、摂津市にも昔あったと聞い

ていますので、だからそういうふうな地

域で学力保障をしていくというふうなと

ころがあれば。

○安藤薫委員長　和歌山のほうですか。

東委員。

○東久美子委員　でも、ちょっと調べた

んですが、わからなかったんですが。

○安藤薫委員長　南野委員。

○南野直司委員　防災教育に力を入れて

取り組んでおられるところであったり、

もう１点は、先ほどご質問に出ていまし

たけれども、不登校の問題が非常に大き

い問題であるのかなというふうに思いま

す。こういう不登校の問題、学校の先生

とか、そういうソーシャルワーカーであっ

たり取り組んでいただいていると思いま

すけれども、地域の例えば民生児童委員

さん、それから青少年指導員さん、自治

会さんとか、何か地域と一緒になって不

登校に取り組んでおられるようなところ、

ちょっと聞いたことあるんですが、済み

ません、どこかはあれなんですけれども、

そういったことで事例みたいな挙げてお

られるようなところ、効果といいますか、

あればちょっと勉強しに行きたいなとは

思うんですが。以上です。

○安藤薫委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　私もきょうの質問で、

思った以上不登校の数が多いので、その

不登校対策に対する先進市の実施をして

いるところに行きたいなとは思うんです。

全部つながっていると思うんです。不登

校になる理由というのは、やっぱりなか

なか学校の学力についていけないという

理由も一つだと思うから、学力を上げる

ための地域の取り組みとかやっていると

ころとか、あと発達障害、今、嶋野委員

が言われた発達障害なんかでも、その不

登校の一つの原因になっている可能性も

ありますからね。ただ、発達障害は幼稚

園のときから検査なんかしてわかってい

るところに関しては大阪市内でも先進の

保育施設か、幼稚園か、貝塚にあるんで

すけれども、そこなんかに視察に行った

ことがあるんですけれども、ものすごい

いろんな教育の取り組みをされていまし

た。全部つながっているので、どれをとっ

てもいいのかなとは思うんですけれども、

今おっしゃったあたりになるんかなと思

いますけれども。

○安藤薫委員長　せっかくですから、私

も発言させていただいてもよろしいでしょ

うか。

　私は、今度教育委員会制度も変わって

くるということで、市長部局と教育委員

会のそれぞれの役割というのが問われて

くる中で、教育委員会の質の向上であっ

たり、教育委員会の独自性であったり、

今までの根本的な原則というのは変わら
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ないまでも、やっぱり今までのとおりで

はいけないだろうということで、教育委

員会の活動そのもの、また教育プラン等

を独自に努力して頑張っておられるとい

うようなところを一度見てみたいなと思っ

ていまして、茨城県の美浦村ですかね。

生涯学習、社会教育全体の中で、学校教

育だけじゃなくて、人生全体、０歳から

９０歳までの社会力育てということでの

取り組みをやっておられるということで、

ちょっと興味がありまして、こんなとこ

ろへ行ってみたいなというのを私個人的

には思っております。

　それぞれ皆さん目的意識、課題等を出

していただいて、大体同じ方向性にはあ

るのかなとは思います。ただ、きょう、

ちょっと具体的な視察先、自治体名とい

うのは上がっておりませんので、きょう

ちょっと決定していくということは時間

上も難しいと思いますから、本会議最終

日において、常任委員会の所管事項に関

する調査、事務調査について閉会中に調

査することが諮られますので、本委員会

の所管事項の中で学校教育行政について、

社会教育行政について、児童福祉行政に

ついてを平成２７年度末までに閉会中に

調査することにするということでまとめ

させていただいて、随時具体的な提案を

出していただきながら、ただ、時間との

関係、相手先との関係もございますので、

できるだけ早く、きょうの皆さんのご意

見をできるだけ反映できるような形で一

度また検討、また相談をさせてもらいな

がら決定していきたいと思いますが、そ

ういったやり方、進め方でご異議ござい

ませんでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　また皆さんから具体的

な、ここがあるという先進地等ご紹介い

ただいて、また事務局のほうとも相談し

ながら決めていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○安藤薫委員長　異議なしと認め、その

ように決定をいたします。

　それでは、次回開催時は、視察項目、

候補地、複数の希望日等提案いただきま

すよう検討をお願いして、本委員会を閉

会したいと思います。

　ご苦労さまでございました。

（午後２時３２分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　

　文教常任委員長　　安　藤　　　薫

　

　文教常任委員　　　東　　　久美子
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